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証券コード8589

平成28年６月８日

株　主　各　位

本 店
東 京 本 部

大阪市浪速区湊町一丁目２番３号
東京都千代田区外神田三丁目12番８号

代表取締役社長 野 口 郷 司

第61回定時株主総会及び普通株主様による

種類株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。
　さて、当社第61回定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会を下記の
とおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
　今回の定時株主総会には「定款一部変更の件」を議案として上程いたします
が、本議案につきましては、会社法第322条第１項第１号ロに基づくご決議をい
ただくため、普通株主様による種類株主総会を併せて開催させていただくこと
になりました。
　また、Ｂ種優先株主様、Ｄ種優先株主様、Ｇ種優先株主様及びＨ種優先株主
様による各種類株主総会におきまして、別途会社法上必要とされるご決議をい
ただく予定です。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同
封の議決権行使書用紙に第61回定時株主総会及び普通株主様による種類株主総
会それぞれの各議案につき賛否をご表示の上、平成28年６月27日（月曜日）午
後５時30分までに当社に到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬　具

記

1. 日 時 平成28年６月28日（火曜日）午前10時
（受付開始 午前９時）

2. 場 所 東京都千代田区外神田四丁目14番１号
秋葉原ＵＤＸ ４階 ＧＡＬＬＥＲＹ Ｔｙｐｅ Ｓ
（会場が昨年と異なっておりますので、末尾の「株主総
会会場ご案内図」をご参照くださいますようお願い申
し上げます。）

3. 株主総会の目的事項
【第61回定時株主総会】
報 告 事 項１　　第61期（自 平成27年４月１日　至 平成28年３月31日）

事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役
会の連結計算書類監査結果報告の件

２　　第61期（自 平成27年４月１日　至 平成28年３月31日）
計算書類報告の件
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決 議 事 項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役８名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件

【普通株主様による種類株主総会】
決 議 事 項

議 案 定款一部変更の件

4.　代理人によるご出席の場合
　代理人が株主総会に出席される場合、その代理人は当社の議決権を有す
る株主であることを要します。また、代理人は１名に限らせていただきま
す。なお、代理人は株主総会にご出席の際に、株主様ご本人の議決権行使
書用紙とともに、代理権を証明する書面を会場受付にご提出ください。

以　上

◎　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎　本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結
注記表」及び「計算書類の個別注記表」につきましては、法令及び当
社定款第17条の規定に基づき、インターネット上の当社ホームページ
（http://www.aplusfinancial.co.jp/)に掲載しておりますので、本招
集ご通知添付書類には記載しておりません。

　　従いまして、本招集ご通知添付書類は、監査役が監査報告書を、会計
監査人が会計監査報告書をそれぞれ作成するに際して監査をした連結
計算書類及び計算書類の一部であります。

◎　株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容につ
きまして、株主総会の前日までに修正すべき事情が生じた場合には、
書面による郵送または上記の当社ホームページにおいて掲載すること
によりお知らせいたします。

◎　決議の結果につきましては、上記の当社ホームページにおいて掲載す
ることによりお知らせいたします。
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第61回定時株主総会参考書類
議案及び参考事項

第１号議案　定款一部変更の件
１．提案の理由
（1）　当社グループの事業内容の多様化に対応し、事業目的を追加するも

のであります。
（変更定款案第２条）

（2）　平成27年11月11日に5,000,000株を消却したＧ種優先株式の現在の
発行済株式数に合わせ、発行可能種類株式総数を減ずるものでありま
す。また、発行可能種類株式総数の変更に合わせ、発行可能株式総数
の変更を行うものであります。
（変更定款案第６条及び第７条）

（3）　当社は発行する優先株式の一部について、平成27年11月、当社定款
の規定に基づき金銭を対価として取得いたしました。残存する優先
株式につきましても、当社グループの業績の安定化や自己資本の積み
上がりの状況などを慎重に見極めた上で、柔軟に処理を進めていく方
針としております。
　今回の定款変更は、今後の優先株式の処理に備え、より機動的に実
施することを目的とするもので、金銭を対価として取得する場合にお
ける取得価格の算出に用いる市場金利の参照日を明確にすることや、
定款の規定に基づき当社が優先株式を取得する際の株主様へのご通
知期間の短縮、その他軽微な語句の修正を行うものであります。
　なお、本議案は、普通株主様、Ｂ種優先株主様、Ｄ種優先株主様、
Ｇ種優先株主様及びＨ種優先株主様による各種類株主総会において
「定款一部変更の件」が承認されることを条件とします。
（変更定款案第12条、第12条の２、第12条の３及び第12条の４）

２．変更の内容
　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所）

現 行 定 款 変 更 定 款 案

第１章　総則 第１章　総則

第２条　（目的）

当会社は、下の事業を営むことを

目的とする。

1.～17.　　　　（省略）

18.　前各号に附帯する一切の業務。

第２条　（目的）

当会社は、下の事業を営むことを

目的とする。

1.～17.　　　（現行のとおり）

18.　前各号に附帯する一切の業務なら

びに前各号の他銀行法により営む

ことのできる業務。

第２章　株式 第２章　株式

第６条　（発行可能株式総数）

当会社の発行可能株式総数は、

3,970,250,000株とする。

第６条　（発行可能株式総数）

当会社の発行可能株式総数は、

3,965,250,000株とする。
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現 行 定 款 変 更 定 款 案

第７条　（発行可能種類株式総数）

当会社の発行可能種類株式総数

は、次のとおりとする。

1.　 普通株式については

3,914,000,000株

2.　 Ｂ種優先株式については

2,500,000株

3.　 Ｄ種優先株式については

8,500,000株

4.　 Ｇ種優先株式については

13,000,000株

5.　 Ｈ種優先株式については

32,250,000株

第７条　（発行可能種類株式総数）

当会社の発行可能種類株式総数

は、次のとおりとする。

1.　 普通株式については

3,914,000,000株

2.　 Ｂ種優先株式については

2,500,000株

3.　 Ｄ種優先株式については

8,500,000株

4.　 Ｇ種優先株式については

8,000,000株

5.　 Ｈ種優先株式については

32,250,000株

第２章の２　優先株式 第２章の２　優先株式

第12条　（Ｂ種優先株式）

（省略）

（Ｂ種優先配当金）

１.　当会社は、第38条に定める期末配

当を行う場合、毎事業年度末日の

最終の株主名簿に記載又は記録さ

れているＢ種優先株式を有する株

主（以下「Ｂ種優先株主」とい

う。）又はＢ種優先株式の登録株

式質権者（以下「Ｂ種優先登録株

式質権者」という。）に対し、普

通株主又は普通登録株式質権者に

先立ち、１株につき年100円を限度

としてＢ種優先株式の発行に関す

る取締役会決議で定める額の期末

配当（以下「Ｂ種優先配当金」と

いう。）を行う。

第12条　（Ｂ種優先株式）
（現行のとおり）

（Ｂ種優先配当金）

１.　当会社は、第38条第１項に定める

期末配当を行う場合、毎事業年度

末日の最終の株主名簿に記載又は

記録されているＢ種優先株式を有

する株主（以下「Ｂ種優先株主」

という。）又はＢ種優先株式の登

録株式質権者（以下「Ｂ種優先登

録株式質権者」という。）に対し、

普通株主又は普通株式の登録株式

質権者（以下「普通登録株式質権

者」という。）に先立ち、１株に

つき年100円を限度としてＢ種優

先株式の発行に関する取締役会決

議で定める額の期末配当（以下「Ｂ

種優先配当金」という。）を行う。

②　 当会社は、第38条に定める中間配

当を行うときは、Ｂ種優先株主又

はＢ種優先登録株式質権者に対

し、普通株主又は普通登録株式質

権者に先立ち、１株につきＢ種優

先配当金の２分の１に相当する額

の中間配当（以下「Ｂ種優先中間

配当金」という。）を行う。

②　 当会社は、第38条第２項に定める

中間配当を行う場合、毎年９月30

日の最終の株主名簿に記載又は記

録されているＢ種優先株主又はＢ

種優先登録株式質権者に対し、普

通株主又は普通登録株式質権者に

先立ち、１株につきＢ種優先配当

金の２分の１に相当する額の中間

配当（以下「Ｂ種優先中間配当金」

という。）を行う。

③           （省略） ③　　　　（現行のとおり）

２.          （省略） ２.　     （現行のとおり）

（非参加条項）

３.　Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株

式質権者に対しては、Ｂ種優先配

当金を超えて配当はしない。

（非参加条項）

３.　Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株

式質権者に対しては、Ｂ種優先配

当金を超えて配当は行わない。
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現 行 定 款 変 更 定 款 案

４.          （省略） ４.　     （現行のとおり）

（議　決　権）
５.　Ｂ種優先株主は、株主総会におい

て議決権を有しない。ただし、Ｂ
種優先株主は、2008年４月１日以
降、定時株主総会に優先配当金の
支払いを受ける旨の議案が提出さ
れないときはその総会のときか
ら、その議案がその定時株主総会
において否決されたときはその総
会の終結のときから、優先配当金
の支払いを受ける旨の決議がなさ
れるときまで議決権を有する。

（議　決　権）
５.　Ｂ種優先株主は、株主総会におい

て議決権を有しない。ただし、Ｂ
種優先株主は、2008年４月１日以
降、定時株主総会にＢ種優先配当
金の支払いを受ける旨の議案が提
出されないときは当該総会の時か
ら、Ｂ種優先配当金の支払いを受
ける旨の議案が定時株主総会にお
いて否決されたときは当該総会の
終結の時から、Ｂ種優先配当金の
支払いを受ける旨の決議がなされ
る時まで議決権を有する。

（株式の併合又は分割、新株引受権
等の付与）

（株式の併合又は分割、募集株式又
は募集新株予約権の割当て等）

６.          （省略） ６.　     （現行のとおり）
②　 当会社は、Ｂ種優先株主に対し、

新株の引受権又は新株予約権若し
くは新株予約権付社債の引受権を
与えない。

②　 当会社は、Ｂ種優先株主に対し、
募集株式又は募集新株予約権の割
当てを受ける権利を与えず、また
株式無償割当て又は新株予約権無
償割当ては行わない。

７.          （省略） ７.　     （現行のとおり）

（Ｂ種優先株式の取得請求権及び引
換えに交付される普通株式）

（Ｂ種優先株式の取得請求権及び引
換えに交付される普通株式）

８.          （省略） ８.　　　 （現行のとおり）
②           （省略） ②　　　　（現行のとおり）
ア．～イ．   （省略） ア．～イ．（現行のとおり）
ウ．交付価額の調整 ウ．交付価額の調整

（１）　　　　 （省略） （１）      （現行のとおり）
（イ）         （省略） （イ）      （現行のとおり）
（ロ） 株式の分割により普通株式を発行

する場合
       調整後交付価額は、株式の分割に

より株式を取得する株主を定める
ための基準日（基準日を定めない
場合には効力発生日）の翌日以
降、これを適用する。

（ロ） 株式分割がなされた場合

       調整後交付価額は、株式の分割に
より株式を取得する株主を定める
ための基準日（基準日を定めない
場合には効力発生日）の翌日以
降、これを適用する。

（ハ）～（ニ） （省略） （ハ）～（ニ）（現行のとおり）
（２） 本ウ項において、「時価」とは、

調整後交付価額を適用する日（上
記②ウ（１）（ニ）ただし書きの
場合には割当てのための基準日）
に先立つ45取引日目に始まる30取
引日の東京証券取引所における当
会社の普通株式の毎日の終値（気
配表示を含む。）の平均値（終値
のない日を除く。）とする。ただ
し、平均値の計算は、円位未満小
数第２位まで算出し、その小数第
２位を四捨五入する。

（２） ②ウにおける「時価」とは、調整
後交付価額を適用する日（上記②
ウ（１）（ニ）ただし書きの場合
には割当てのための基準日）に先
立つ45取引日目に始まる30取引日
の東京証券取引所における当会社
の普通株式の毎日の終値（気配表
示を含む。）の平均値（終値のな
い日を除く。）とする。ただし、
平均値の計算は、円位未満小数第
２位まで算出し、その小数第２位
を四捨五入する。

（ 5 ）
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現 行 定 款 変 更 定 款 案

（３）～（４） （省略） 　（３）～（４）（現行のとおり）

（５） 上記②ウ（１）の各項目に掲げる

場合のほか、次の各号に該当する

場合、交付価額は取締役会が適当

と判断する価額に調整される。

（５） 上記②ウ（１）の各項目に掲げる

場合のほか、次の各号に該当する

場合、交付価額は取締役会が適当

と判断する価額に調整される。

（ⅰ） 合併、資本の減少、自己株式の取

得又は普通株式の併合により、交

付価額の調整を必要とする場合

（ⅰ） 合併、資本金の額の減少、自己株

式の取得又は普通株式の併合によ

り、交付価額の調整を必要とする

場合

（ⅱ） 第（ⅰ）号のほか、当会社の株式

数の変更又は変更の可能性を生ぜ

しめる事由の発生により、交付価

額の調整を必要とする場合

（ⅱ） 上記（ⅰ）のほか、当会社の株式

数の変更又は変更の可能性を生ぜ

しめる事由の発生により、交付価

額の調整を必要とする場合

（ⅲ）　　　　  （省略） （ⅲ）      　（現行のとおり）

（６）～（８）  （省略） （６）～（８）（現行のとおり）

（９）　　 　　 （省略） （９）      　（現行のとおり）

（ⅰ）          （省略） （ⅰ）　　　　（現行のとおり）

（ⅱ） ②ウ（１）（ロ）の株式の分割に

より普通株式を発行する場合は０

円

（ⅱ） ②ウ（１）（ロ）の株式の分割が

なされた場合は０円

（ⅲ）～（ⅳ）   (省略) （ⅲ）～（ⅳ）（現行のとおり）

エ            （省略） エ          （現行のとおり）

③            （省略） ③          （現行のとおり）

（Ｂ種優先株式の取得及び引換えに

交付される普通株式）

（Ｂ種優先株式の取得及び引換えに

交付される普通株式）

９.　当会社は、前項①号の請求期間中

に取得請求のなかったＢ種優先株

式を、2022年９月１日以降の日で

取締役会決議で定める日（以下「Ｂ

種優先株式強制取得日」とい

う。）において、取締役会決議に

より、取得し、Ｂ種優先株式１株

につき、Ｂ種優先株式１株の払込

金相当額をＢ種優先株式強制取得

日に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の東京証券取引所における

当会社の普通株式の毎日の終値

（気配表示を含む。）の平均値（終

値のない日を除く。）で除して得

られる数の普通株式を交付するこ

とができる。ただし、平均値の計

算は、円位未満小数第２位まで算

出しその小数第２位を四捨五入す

る。

９.　当会社は、前項第１号の請求期間

中に取得請求のなかったＢ種優先

株式を、2022年９月１日以降の日

で取締役会決議で定める日（以下

「Ｂ種優先株式強制取得日」とい

う。）において、取締役会決議に

より、取得し、Ｂ種優先株式１株

につき、Ｂ種優先株式１株の払込

金相当額をＢ種優先株式強制取得

日に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の東京証券取引所における

当会社の普通株式の毎日の終値

（気配表示を含む。）の平均値（終

値のない日を除く。）で除して得

られる数の普通株式を交付するこ

とができる。ただし、平均値の計

算は、円位未満小数第２位まで算

出しその小数第２位を四捨五入す

る。

②～③        （省略） ②～③      （現行のとおり）

10.　         （省略） 10.         （現行のとおり）

第12条の２（Ｄ種優先株式） 第12条の２（Ｄ種優先株式）

（省略）  （現行のとおり）

（ 6 ）
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現 行 定 款 変 更 定 款 案

（Ｄ種優先配当金） （Ｄ種優先配当金）

１.　当会社は、第38条に定める期末配

当を行う場合、毎事業年度末日の

最終の株主名簿に記載又は記録さ

れているＤ種優先株式を有する株

主（以下「Ｄ種優先株主」とい

う。）又はＤ種優先株式の登録株

式質権者（以下「Ｄ種優先登録株

式質権者」という。）に対し、普

通株主若しくは普通株式の登録株

式質権者、Ｂ種優先株主若しくは

Ｂ種優先登録株式質権者、又は当

会社の発行するその他のいかなる

種類の株式（ただし、Ｇ種優先株

式及びＨ種優先株式を除く。以下

上記普通株式及び各種類株式を総

称して「Ｄ種優先株式に劣後する

株式」という。）に先立ち、本項

第４号の金額の期末配当（以下「Ｄ

種優先配当金」という。）を行う。

１.　当会社は、第38条第１項に定める

期末配当を行う場合、毎事業年度

末日の最終の株主名簿に記載又は

記録されているＤ種優先株式を有

する株主（以下「Ｄ種優先株主」

という。）又はＤ種優先株式の登

録株式質権者（以下「Ｄ種優先登

録株式質権者」という。）に対し、

普通株主若しくは普通登録株式質

権者、Ｂ種優先株主若しくはＢ種

優先登録株式質権者、又は当会社

の発行するその他のいかなる種類

の株式（ただし、Ｇ種優先株式及

びＨ種優先株式を除く。以下上記

普通株式及び各種類株式を総称し

て「Ｄ種優先株式に劣後する株

式」という。）に先立ち、本項第

４号の金額の期末配当（以下「Ｄ

種優先配当金」という。）を行う。

②　 当会社は、第38条に定める中間配

当を行う場合、Ｄ種優先株式に劣

後する株式の株主及び登録株式質

権者に先立ち、１株につきＤ種優

先配当金の２分の１に相当する額

の中間配当（以下「Ｄ種優先中間

配当金」という。）を行う。

②　 当会社は、第38条第２項に定める

中間配当を行う場合、毎年９月30

日の最終の株主名簿に記載又は記

録されているＤ種優先株主又はＤ

種優先株式の登録株式質権者に対

し、Ｄ種優先株式に劣後する株式

の株主及び登録株式質権者に先立

ち、１株につきＤ種優先配当金の

２分の１に相当する額の中間配当

（以下「Ｄ種優先中間配当金」と

いう。）を行う。

③            （省略） ③          （現行のとおり）

④　 2005年３月31日に終了する事業年

度に関しては、１株につきＤ種優

先配当金として 2,000円（以下「Ｄ

種清算価値」という。）に４％を

乗じた金額に、当該Ｄ種優先株式

の発行日（同日を含む。）から2005

年３月31日（同日を含む。）まで

の実日数で日割計算（365日）して

算出された金額を支払う。

④　 2005年３月31日に終了する事業年

度に関しては、１株につきＤ種優

先配当金として 2,000円（以下「Ｄ

種清算価値」という。）に４％を

乗じた金額に、当該Ｄ種優先株式

の発行日（同日を含む。）から2005

年３月31日（同日を含む。）まで

の実日数で日割計算（365日）して

算出された金額を支払う。

（ 7 ）
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現 行 定 款 変 更 定 款 案

2005年４月１日（同日を含む。）

から2012年３月31日（同日を含

む。）までの間に終了する各事業

年度に関しては、１株につきＤ種

優先配当金として、Ｄ種優先株主

又はＤ種優先登録株式質権者に

対して、Ｄ種清算価値と累積未払

配当金額との合計額の４％に相

当する額を支払うものとする。

2005年４月１日（同日を含む。）

から2012年３月31日（同日を含

む。）までの間に終了する各事業

年度に関しては、１株につきＤ種

優先配当金として、Ｄ種優先株主

又はＤ種優先登録株式質権者に

対して、Ｄ種清算価値と累積未払

配当金額との合計額の４％に相

当する額を支払うものとする。

2012年４月１日（同日を含む。）

から2019年３月31日（同日を含

む。）までの間に終了する各事業

年度（ただし、2013年３月31日

（同日を含む。）に終了する事業

年度を除く。）に関しては、１株

につきＤ種優先配当金として、Ｄ

種優先株主又はＤ種優先登録株

式質権者に対して、Ｄ種清算価値

に1.5％を乗じて算出される額に

相当する金銭を支払うものとす

る。

2012年４月１日（同日を含む。）

から2019年３月31日（同日を含

む。）までの間に終了する各事業

年度（ただし、2013年３月31日

（同日を含む。）に終了する事業

年度を除く。）に関しては、１株

につきＤ種優先配当金として、Ｄ

種優先株主又はＤ種優先登録株

式質権者に対して、Ｄ種清算価値

に1.5％を乗じて算出される額に

相当する金銭を支払うものとす

る。

2013年３月31日（同日を含む。）

に終了する事業年度に関して

は、１株につきＤ種優先配当金と

して、Ｄ種優先株主又はＤ種優先

登録株式質権者に対して、Ｄ種清

算価値に2.313％を乗じて算出さ

れる額に相当する金銭を支払う

ものとする。

2013年３月31日（同日を含む。）

に終了する事業年度に関して

は、１株につきＤ種優先配当金と

して、Ｄ種優先株主又はＤ種優先

登録株式質権者に対して、Ｄ種清

算価値に2.313％を乗じて算出さ

れる額に相当する金銭を支払う

ものとする。

2019年４月１日以降に終了する

各事業年度に関しては、１株につ

きＤ種優先配当金として、Ｄ種優

先株主又はＤ種優先登録株式質

権者に対して、Ｄ種清算価値にＤ

種優先株式増加配当率（以下に定

義）を乗じて算出される額に相当

する金額を支払うものとする。

2019年４月１日以降に終了する

各事業年度に関しては、１株につ

きＤ種優先配当金として、Ｄ種優

先株主又はＤ種優先登録株式質

権者に対して、Ｄ種清算価値にＤ

種優先株式増加配当率（以下に定

義）を乗じて算出される額に相当

する金額を支払うものとする。

（ 8 ）
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現 行 定 款 変 更 定 款 案

「Ｄ種優先株式増加配当率」の定

義は、（ⅰ）直近の４月１日及び

10月１日（ただし、該当日がロン

ドンにおいて銀行間ユーロ通貨

市場が開かれており、銀行が営業

を行っている日であり、かつ関連

するレートが取得可能な日（以

下、本項において「ロンドン営業

日」という。）でない場合には翌

ロンドン営業日）のロンドン時間

午前11時現在のユーロ円６ヶ月

物ロンドン・インター・バンク・

オファード・レート（ユーロ円

LIBOR６ヶ月物（360日ベース））

としてTelerate Systemsスクリ

ーン3750ページ（又はその承継ペ

ージ）に表示される各数値の平均

値、（ⅱ）1.5％からＤ種優先株

式条件変更日（以下に定義）の２

東京営業日（東京において、銀行

が営業を行っている日をいう。

以下同じ。）前の東京時間午前10

時現在の東京スワップ・レファレ

ンスレート（T.S.R.）として

Telerate Systemsスクリーン

17143ページ（又はその承継ペー

ジ）に表示される期間７年に対応

するスワップ・レート（当日の東

京時間午前10時現在の東京スワ

ップ・レファレンスレート

（T.S.R.）を取得できない場合に

は、当該レートを取得できる直後

の東京営業日における当該レー

トとする。）（以下かかるスワッ

プ・レートを「Ｄ種発行日スワッ

プ・レート」という。）を差し引

いた率及び（ⅲ）1.5％を合計し

た率とする。Ｄ種優先株式増加

配当率は％未満小数第４位まで

算出し、その小数第４位を四捨五

入する。

「Ｄ種優先株式増加配当率」の定

義は、（ⅰ）直前の４月１日及び

10月１日（ただし、該当日がロン

ドンにおいて銀行間ユーロ通貨

市場が開かれており、銀行が営業

を行っている日であり、かつ関連

するレートが取得可能な日（以

下、本項において「ロンドン営業

日」という。）でない場合には翌

ロンドン営業日）のロンドン時間

午前11時現在のユーロ円６ヶ月

物ロンドン・インター・バンク・

オファード・レート（ユーロ円

LIBOR６ヶ月物（360日ベース））

としてTelerate Systemsスクリ

ーン3750ページ（又はその承継ペ

ージ）に表示される各数値の平均

値、（ⅱ）1.5％からＤ種優先株

式条件変更日（以下に定義）の２

東京営業日（東京において、銀行

が営業を行っている日をいう。

以下同じ。）前の東京時間午前10

時現在の東京スワップ・レファレ

ンスレート（T.S.R.）として

Telerate Systemsスクリーン

17143ページ（又はその承継ペー

ジ）に表示される期間７年に対応

するスワップ・レート（当日の東

京時間午前10時現在の東京スワ

ップ・レファレンスレート

（T.S.R.）を取得できない場合に

は、当該レートを取得できる直後

の東京営業日における当該レー

トとする。）（以下かかるスワッ

プ・レートを「Ｄ種発行日スワッ

プ・レート」という。）を差し引

いた率及び（ⅲ）1.5％を合計し

た率とする。Ｄ種優先株式増加

配当率は％未満小数第４位まで

算出し、その小数第４位を四捨五

入する。

（非累積条項） （非累積条項）

２.　ある事業年度において、Ｄ種優先

株主又はＤ種優先登録株式質権者

に対して支払う剰余金の配当の額

がＤ種優先配当金の額に達しない

場合、その不足額は翌事業年度以

降に累積しないものとする。

２.　ある事業年度において、Ｄ種優先

株主又はＤ種優先登録株式質権者

に対して支払う剰余金の配当の額

がＤ種優先配当金の額に達しない

場合、その不足額は翌事業年度以

降に累積しない。

（ 9 ）
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現 行 定 款 変 更 定 款 案

（非参加条項） （非参加条項）

３.　Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録株

式質権者に対しては、Ｄ種優先配

当金を超えて配当はしない。

３.　Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録株

式質権者に対しては、Ｄ種優先配

当金を超えて配当は行わない。

（残余財産の分配） （残余財産の分配）

４.　当会社の残余財産を分配するとき

は、Ｄ種優先株式に劣後する株式

の株主若しくは登録株式質権者に

先立ち、Ｄ種優先株主又はＤ種優

先登録株式質権者に対し、Ｄ種優

先株式１株につき（ⅰ）Ｄ種清算

価値、（ⅱ）Ｄ種最終配当金額（以

下に定義）、及び（ⅲ）2019年３

月31日以前に残余財産の分配が行

われる場合には、Ｄ種早期取得費

（以下に定義）を合計した額に相

当する額を支払う。ただし、本項

の目的上、Ｄ種最終配当金額及び

Ｄ種早期取得費の定義中、「取得

日」を「残余財産の分配が行われ

る日」と読み替えるものとする。

４.　当会社の残余財産を分配するとき

は、Ｄ種優先株式に劣後する株式

の株主若しくは登録株式質権者に

先立ち、Ｄ種優先株主又はＤ種優

先登録株式質権者に対し、Ｄ種優

先株式１株につき（ⅰ）Ｄ種清算

価値、（ⅱ）Ｄ種最終配当金額（本

条第10項において定義）、及び

（ⅲ）2019年３月31日以前に残余

財産の分配が行われる場合には、

Ｄ種早期取得費（本条第10項にお

いて定義）を合計した額に相当す

る額を支払う。ただし、本項の目

的上、Ｄ種最終配当金額及びＤ種

早期取得費の定義中、「取得日」

を「残余財産の分配が行われる

日」と読み替えるものとする。

②           （省略） ②　      （現行のとおり）

（議　決　権） （議　決　権）

５.　Ｄ種優先株主は、株主総会におい

て議決権を有しない。ただし、Ｄ

種優先株主は、定時株主総会に優

先配当金の支払いを受ける旨の議

案が提出されないときはその総会

のときから、その議案がその定時

株主総会において否決されたとき

はその総会の終結のときから、優

先配当金の支払いを受ける旨の決

議がなされるときまでＤ種優先株

式100株あたり１議決権を有す

る。

５.　Ｄ種優先株主は、株主総会におい

て議決権を有しない。ただし、Ｄ

種優先株主は、定時株主総会にＤ

種優先配当金の支払いを受ける旨

の議案が提出されないときは当該

総会の時から、Ｄ種優先配当金の

支払いを受ける旨の議案が定時株

主総会において否決されたときは

当該総会の終結の時から、Ｄ種優

先配当金の支払いを受ける旨の決

議がなされる時までＤ種優先株式

100株あたり１議決権を有する。

（株式の併合又は分割、新株引受権

等の付与）

（株式の併合又は分割、募集株式又

は募集新株予約権の割当て等）

６.           （省略) ６.　     （現行のとおり)

②　 当会社は、Ｄ種優先株主に対し、

新株の引受権又は新株予約権若し

くは新株予約権付社債の引受権を

与えない。

②　 当会社は、Ｄ種優先株主に対し、

募集株式又は募集新株予約権の割

当てを受ける権利を与えず、また

株式無償割当て又は新株予約権無

償割当ては行わない。

７.           （省略） ７.　     （現行のとおり）

（ 10 ）
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現 行 定 款 変 更 定 款 案

（Ｄ種優先株式の取得請求権及び引
換えに交付される普通株式）

（Ｄ種優先株式の取得請求権及び引
換えに交付される普通株式）

８.           （省略） ８.　     （現行のとおり）
②            （省略） ②　      （現行のとおり）

（１）          （省略） （１）      （現行のとおり）
（２） Ｄ種優先株式交付価額の調整 （２） Ｄ種優先株式交付価額の調整
（イ） 下記の公式で計算するとＤ種優先

株式交付価額が下落することとな
る対価で、当会社が普通株式を発
行若しくは交付した、あるいは本
号（２）（ロ）に従い発行若しく
は交付したとみなされるときには
いつでも（株式分割の場合はこれ
に含まれるが、発行済みの新株予
約権、普通株式の交付と引換えに
取得される証券（権利）若しくは
取得させることができる証券（権
利）、その他同様の権利を行使し
た時点での普通株式の発行は除外
される。）、Ｄ種優先株式交付価
額の計算に先立ち、Ｄ種優先株式
交付価額は以下のように引き下げ
られるものとする（以下「調整後
Ｄ種優先株式交付価額」とい
う。）。調整後Ｄ種優先株式交付
価額は円位未満小数第２位まで算
出し、その小数第２位を四捨五入
する。

（イ） 下記の算式で計算するとＤ種優先
株式交付価額が下落することとな
る対価で、当会社が普通株式を発
行若しくは交付した、あるいは本
号（２）（ロ）に従い発行若しく
は交付したとみなされるときには
いつでも（株式分割の場合はこれ
に含まれるが、発行済みの新株予
約権、普通株式の交付と引換えに
取得される証券（権利）若しくは
取得させることができる証券（権
利）、その他同様の権利を行使し
た時点での普通株式の発行は除外
される。）、Ｄ種優先株式交付価
額の計算に先立ち、Ｄ種優先株式
交付価額は以下のように引き下げ
られるものとする（以下「調整後
Ｄ種優先株式交付価額」とい
う。）。調整後Ｄ種優先株式交付
価額は円位未満小数第２位まで算
出し、その小数第２位を四捨五入
する。

発行又は
交付前のみなし

発行済み
普通株式数

＋

当会社の
受領対価

調整後
Ｄ種優先
株式

交付価額

＝
調整前
Ｄ種優先
株式

交付価額

×
時価

発行又は交付後のみなし
発行済み普通株式数

発行又は
交付前のみなし

発行済み
普通株式数

＋

当会社の
受領対価

調整後
Ｄ種優先
株式

交付価額

＝
調整前
Ｄ種優先
株式

交付価額

×
時価

発行又は交付後のみなし
発行済み普通株式数

「みなし発行済み普通株式数」と
は、完全希薄化後の発行済み普通
株式数（普通株式を対象とする新
株予約権、普通株式の交付と引換
えに取得される証券（権利）若し
くは取得させることができる証
券（権利）、その他同様の権利が
すべて、当時は行使可能だったも
のとして計算される。）を意味す
るものとするが、当会社あるいは
その完全子会社の勘定で所有あ
るいは保有されている普通株式
は一切含まれないものとする。

上記算式における「みなし発行済
み普通株式数」とは、当該時点に
おいて、当会社の普通株式を対象
とする新株予約権、当会社の普通
株式の交付と引換えに取得され
る証券（権利）若しくは取得させ
ることができる証券（権利）、又
はその他同様の権利がすべて行
使されたと仮定した場合（当該証
券又は権利が当該時点において
行使可能であるとして計算する
ものとする。）における発行済み
普通株式数を意味する。ただ
し、当会社又はその完全子会社の
勘定で所有又は保有されている
当会社の普通株式は一切含まれ
ないものとして計算する。

（ 11 ）
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「当会社の受領対価」とは、該当

する当会社の普通株式の発行若

しくは交付により、当会社の普通

株式の対価として当会社が受け

取った、あるいは受け取ることに

なっている現金の額、及び現金以

外の対価の公正な時価の合計額

を、さらに、普通株式を対象とす

る新株予約権、普通株式の交付と

引換えに取得される証券（権利）

若しくは取得させることができ

る証券（権利）、その他同様の権

利を発行若しくは交付した場合

には、それらの行使により、当会

社が受け取った、あるいは受け取

ることになっている現金の額、及

び現金以外の対価の公正な時価

の合計額を意味するものとす

る。

上記算式における「当会社の受領

対価」とは、該当する当会社の普

通株式の発行若しくは交付によ

り、当会社の普通株式の対価とし

て当会社が受け取った、あるいは

受け取ることになっている現金

の額、及び現金以外の対価の公正

な時価の合計額を、さらに、普通

株式を対象とする新株予約権、普

通株式の交付と引換えに取得さ

れる証券（権利）若しくは取得さ

せることができる証券（権利）、

その他同様の権利を発行若しく

は交付した場合には、それらの行

使により、当会社が受け取った、

あるいは受け取ることになって

いる現金の額、及び現金以外の対

価の公正な時価の合計額を意味

する。

「時価」とは、（ⅰ）普通株式が

市場で取引されている場合に

は、調整後Ｄ種優先株式交付価額

を適用する日に先立つ45取引日

に始まる30取引日の東京証券取

引所における普通株式の毎日の

１株当たり終値（気配表示を含

む。）の単純平均価格（終値のな

い日は除く。）、（ⅱ）普通株式

が市場で取引されていない場合

には、当会社の取締役会が誠意を

もって決定する普通株式の公正

な時価を意味するものとする。

単純平均価格は円位未満小数第

２位まで計算され、その小数第２

位は四捨五入される。

上記算式における「時価」とは、

（ⅰ）当会社の普通株式が市場で

取引されている場合には、調整後

Ｄ種優先株式交付価額を適用す

る日に先立つ45取引日に始まる

30取引日の東京証券取引所にお

ける普通株式の毎日の１株当た

り終値（気配表示を含む。）の単

純平均価格（終値のない日は除

く。）、（ⅱ）普通株式が市場で

取引されていない場合には、当会

社の取締役会が誠意をもって決

定する普通株式の公正な時価を

意味する。単純平均価格は円位

未満小数第２位まで計算され、そ

の小数第２位は四捨五入され

る。

（ 12 ）
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（ロ） 新株予約権の発行
当会社が普通株式を対象とする
新株予約権、普通株式の交付と引
換えに取得される証券（権利）若
しくは取得させることができる
証券（権利）、その他同様の権利
を発行、若しくは交付する場合、
かかる発行若しくは交付を、当該
新株予約権、普通株式の交付と引
換えに取得される証券（権利）若
しくは取得させることができる
証券（権利）、又はその他同様の
権利を行使により発行可能若し
くは交付可能な普通株式の発行
若しくは交付であるとみなし、こ
れらの権利により当初条件に従
い発行若しくは交付可能な数の
当会社の普通株式が、かかる新株
予約権、普通株式の交付と引換え
に取得される証券（権利）若しく
は取得させることができる証券
（権利）、又はその他同様の権利
の発行日若しくは交付日に発行
若しくは交付されたものとみな
す。

（ロ） 新株予約権等の発行
当会社が当会社の普通株式を対
象とする新株予約権、普通株式の
交付と引換えに取得される証券
（権利）若しくは取得させること
ができる証券（権利）、その他同
様の権利を発行、若しくは交付す
る場合、かかる発行若しくは交付
を、当該新株予約権、当会社の普
通株式の交付と引換えに取得さ
れる証券（権利）若しくは取得さ
せることができる証券（権利）、
又はその他同様の権利を行使に
より発行可能若しくは交付可能
な当会社の普通株式の発行若し
くは交付であるとみなし、これら
の権利により当初条件に従い発
行若しくは交付可能な数の当会
社の普通株式が、かかる新株予約
権、普通株式の交付と引換えに取
得される証券（権利）若しくは取
得させることができる証券（権
利）、又はその他同様の権利の発
行日若しくは交付日に発行若し
くは交付されたものとみなされ
る。

（ハ） 株式分割
株式分割によって普通株式が発
行された場合、上記Ｄ種優先株式
交付価額の調整に関しては、かか
る株式分割により株式を取得す
る株主を定めるための基準日（基
準日を定めない場合には効力発
生日）の翌日に当該普通株式が発
行されたものとみなされるもの
とする。

（ハ） 株式分割
当会社の普通株式の分割がなさ
れた場合、上記Ｄ種優先株式交付
価額の調整に関しては、かかる株
式分割により株式を取得する株
主を定めるための基準日（基準日
を定めない場合には効力発生
日）の翌日に当該普通株式が発行
されたものとみなされるものと
する。

（ニ） 配当その他の分配
当会社が、普通株式に関し、配当
を支払若しくは普通株主に対し
てそのほかの分配を行った場合
（ただし、本項において該当しな
いとされる株式分割及び株式配
当を除く。）、Ｄ種優先株式交付
価額はかかる配当の１株あたり
金額（若しくは現金以外による配
当若しくは分配の場合におい
て、当会社の取締役会で合理的に
決定された当該配当及び分配の
１株あたりの公正市場価格）に相
当する額を減額する。

（ニ） 配当その他の分配
当会社が、当会社の普通株式に関
し、配当を支払い又は普通株主に
対してそのほかの分配を行った
場合（ただし、本項において該当
しないとされる株式分割及び株
式配当を除く。）、Ｄ種優先株式
交付価額は、かかる配当の１株あ
たり金額（又は現金以外による配
当若しくは分配の場合におい
て、当会社の取締役会で合理的に
決定された当該配当及び分配の
１株あたりの公正市場価格）に相
当する額を減額する。

（ 13 ）
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（ホ） その他取締役会が定める調整
本項（２）（イ）乃至(ニ)で規定
されている調整に加え、（ⅰ）合
併、減資、自己株式の取得、普通
株式の併合、（ⅱ）普通株式数の
変更、あるいは普通株式数の変更
の可能性を生じさせる事由の発
生、（ⅲ）Ｄ種優先株式交付価額
を調整すべき事由が２つ以上相
接して発生し、一方の事由に基づ
く調整後Ｄ種優先株式交付価額
の算出に関して使用すべき時価
が、他方の事由によって影響され
ているとみなされる場合のうち
いずれかが発生した場合には、当
会社の取締役会が適当と判断す
るＤ種優先株式交付価額に調整
されるものとする。

（ホ） その他取締役会が定める調整
本項（２）（イ）乃至(ニ)で規定
されている調整に加え、（ⅰ）合
併、資本金の額の減少、自己株式
の取得、普通株式の併合、（ⅱ）
普通株式数の変更、若しくは普通
株式数の変更の可能性を生じさ
せる事由の発生、又は（ⅲ）Ｄ種
優先株式交付価額を調整すべき
事由が２つ以上相接して発生
し、一方の事由に基づく調整後Ｄ
種優先株式交付価額の算出に関
して使用すべき時価が、他方の事
由によって影響されているとみ
なされる場合のうちいずれかが
発生した場合には、当会社の取締
役会が適当と判断するＤ種優先
株式交付価額に調整されるもの
とする。

（へ） 解釈
この本項に不明瞭な点がある場
合、又はＤ種優先株式交付価額が
調整されることとされていない
何らかの事由に関連して当会社
の取締役会がＤ種優先株式交付
価額を調整することが公正であ
ると誠意をもって考える場合、当
会社の取締役会は、この本項の目
的に照らし、公平かつ均衡である
と妥当に判断したときにＤ種優
先株式交付価額を調整する権利
を有するものとする。

（へ） 解釈
本項に不明瞭な点がある場合、又
はＤ種優先株式交付価額が調整
されることとされていない何ら
かの事由に関連して当会社の取
締役会がＤ種優先株式交付価額
を調整することが公正であると
誠意をもって考える場合、当会社
の取締役会は、本項の目的に照ら
し、公平かつ均衡であると妥当に
判断したときにＤ種優先株式交
付価額を調整する権利を有する
ものとする。

（当会社の普通株式を対価とする取
得条項）

（当会社の普通株式を対価とする取
得条項）

９.　当会社は、2015年６月１日（同日
を含む。）から2017年５月31日（同
日を含む。）までの期間、当会社
の取締役会決議により定める日を
もって、Ｄ種優先株主及びＤ種優
先登録株式質権者に対して35日以
上90日以内に事前通知を行った上
で、発行済みＤ種優先株式の全部
又は一部を取得し、当該取得と引
換えにＤ種優先株式のＤ種清算価
値の総額をその時点で有効なＤ種
優先株式交付価額で除した数の当
会社の普通株式を交付することが
できる。ただし、当会社の普通株
式の時価（上記通知の送付日付で
前項第２号（２）（イ）に定める
ところに従い計算されたもの。）
がその時点で有効なＤ種優先株式
交付価額の150％を上回った場合
に限る。また、当該株式数の算出
にあたり１株未満の端数が生じた
場合には、会社法第234条に定める
方法によりこれを取り扱う。

９.　当会社は、2015年６月１日（同日
を含む。）から2017年５月31日（同
日を含む。）までの期間、当会社
の取締役会決議により定める日
（以下本項において「取得日」と
いう。）をもって、発行済みＤ種
優先株式の全部又は一部を取得
し、当該取得と引換えにＤ種優先
株式のＤ種清算価値の総額をその
時点で有効なＤ種優先株式交付価
額で除した数の当会社の普通株式
を交付することができる。ただ
し、当会社の普通株式の時価（上
記通知の送付日付で前項第２号
（２）（イ）に定めるところに従
い計算されたもの。）がその時点
で有効なＤ種優先株式交付価額の
150％を上回った場合に限る。ま
た、当該株式数の算出にあたり１
株未満の端数が生じた場合には、
会社法第234条に定める方法によ
りこれを取り扱う。

（ 14 ）
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（新設） ②　 当会社は、Ｄ種優先株主及びＤ種
優先登録株式質権者に対して、取
得日の２週間前までに、当該取得
日を通知、若しくは公告するもの
とする。

②　 Ｄ種優先株式の一部につき、本項
に基づく取得を行う場合は、按分
比例（端数については抽選）によ
り行う。

③　 Ｄ種優先株式の一部につき、本項
に基づく取得を行う場合は、按分
比例（端数については抽選）によ
り行う。

（当会社による取得条項） （金銭を対価とする取得条項）
10.　当会社は、いつでも（ただし、2017

年６月１日以降に限る。）、取締
役会の決議により定める日（以下
本項において「取得日」という。）
をもって、Ｄ種優先株主又はＤ種
優先登録株式質権者に対して35日
以上90日以内に事前通知を行った
上で、発行済みＤ種優先株式の全
て若しくは一部を取得し、当該取
得と引換えにＤ種優先株式１株に
つき、Ｄ種優先株式取得価格（以
下に定義）相当額の金銭を交付す
ることができる。

10.　当会社は、いつでも（ただし、2017
年６月１日以降に限る。）、取締
役会の決議により定める日（以下
本項において「取得日」という。）
をもって、発行済みＤ種優先株式
の全て若しくは一部を取得し、当
該取得と引換えにＤ種優先株式１
株につき、Ｄ種優先株式取得価格
（以下に定義）相当額の金銭を交
付することができる。

「Ｄ種優先株式取得価格」は、
（ⅰ）Ｄ種清算価値、（ⅱ）Ｄ種
最終配当金額（以下に定義）及び
（ⅲ）2019年３月31日以前に取得
が行われる場合においては、Ｄ種
早期取得費（以下に定義）を合計
した額に相当する額とする。

「Ｄ種優先株式取得価格」は、
（ⅰ）Ｄ種清算価値、（ⅱ）Ｄ種
最終配当金額（以下に定義）及び
（ⅲ）2019年３月31日以前に取得
が行われる場合においては、Ｄ種
早期取得費（以下に定義）を合計
した額に相当する額とする。

「Ｄ種最終配当金額」とは、（ⅰ）
取得日が2019年３月31日以前に開
始する事業年度に属する場合は、
Ｄ種清算価値に1.5％を乗じた金
額を、取得日の属する事業年度に
おける事業年度初日から取得日
（同日を含む。）までの実日数で
日割計算（365日）した金額、又
は、（ⅱ）取得日が2019年４月１
日以降に開始する事業年度に属す
る場合は、Ｄ種清算価値にその時
点で有効なＤ種優先株式増加配当
率を乗じた金額を、取得日の属す
る事業年度における事業年度初日
から取得日（同日を含む。）まで
の実日数で日割計算（365日）した
金額に相当する金額を意味する。
ただし、上記（ⅰ）又は（ⅱ）で
特定された金額からは、かかるＤ
種最終配当金額が計算される事業
年度において支払われた全てのＤ
種優先中間配当金額が差し引かれ
るものとする。

「Ｄ種最終配当金額」とは、（ⅰ）
取得日が2019年３月31日以前に開
始する事業年度に属する場合は、
Ｄ種清算価値に1.5％を乗じた金
額を、取得日の属する事業年度に
おける事業年度初日から取得日
（同日を含む。）までの実日数で
日割計算（365日）した金額、又
は、（ⅱ）取得日が2019年４月１
日以降に開始する事業年度に属す
る場合は、Ｄ種清算価値にその時
点で有効なＤ種優先株式増加配当
率を乗じた金額を、取得日の属す
る事業年度における事業年度初日
から取得日（同日を含む。）まで
の実日数で日割計算（365日）した
金額に相当する金額を意味する。
ただし、上記（ⅰ）又は（ⅱ）で
特定された金額からは、かかるＤ
種最終配当金額が計算される事業
年度において支払われた全てのＤ
種優先中間配当金額が差し引かれ
るものとする。

（ 15 ）

定款変更議案
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「Ｄ種早期取得費」とは、（ⅰ）

Ｄ種清算価値に、（ⅱ）Ｄ種発行

日スワップ・レートから取得日の

５東京営業日前の東京時間午前10

時現在の東京スワップ・レファレ

ンスレート（T.S.R.）として

Telerate Systemsスクリーン

17143ページ（又はその承継ペー

ジ）に表示される、取得日から2019

年３月31日までの期間（以下、本

項において「取得費計算期間」と

いう。）に対応するスワップ・レ

ート（当日の東京時間午前10時現

在の当該スワップ・レートを取得

できない場合には、当該レートを

取得できる直前の東京営業日にお

ける当該レートとする。）（取得

日が2018年４月１日以降の場合に

は、当該取得日の５ロンドン営業

日前のロンドン時間午前11時現在

のユーロ円ロンドン・インター・

バンク・オファード・レート（円

LIBOR（360日ベース））として、

Telerate Systemsスクリーン3750

ページ（又はその承継ページ）に

表示される、取得費計算期間に対

応する数値とする。）（対応する

期間がない場合は線形補完で計算

したレートとする。）を減じた率

（ただし、かかる計算の結果が０

以下の場合には、当該計算によっ

て得られた率は０とする。）を乗

じた額に、（ⅲ）取得日から2019

年３月31日（同日を含む。）まで

の実日数を乗じ、365で除して得ら

れた額に相当する額とする。な

お、Ｄ種優先株式取得価格、Ｄ種

最終配当金額及びＤ種早期取得費

は円位未満小数第４位まで算出

し、その小数第４位を四捨五入す

る。

「Ｄ種早期取得費」とは、（ⅰ）

Ｄ種清算価値に、（ⅱ）Ｄ種発行

日スワップ・レートから取得日の

20東京営業日前の東京時間午前10

時現在の東京スワップ・レファレ

ンスレート（T.S.R.）として

Telerate Systemsスクリーン

17143ページ（又はその承継ペー

ジ）に表示される、取得日から2019

年３月31日までの期間（以下、本

項において「取得費計算期間」と

いう。）に対応するスワップ・レ

ート（当日の東京時間午前10時現

在の当該スワップ・レートを取得

できない場合には、当該レートを

取得できる直前の東京営業日にお

ける当該レートとする。）（取得

日が2018年４月１日以降の場合に

は、当該取得日の20ロンドン営業

日前のロンドン時間午前11時現在

のユーロ円ロンドン・インター・

バンク・オファード・レート（円

LIBOR（360日ベース））として、

Telerate Systemsスクリーン3750

ページ（又はその承継ページ）に

表示される、取得費計算期間に対

応する数値とする。）（なお、い

ずれの場合も対応する期間がない

場合は線形補完で計算したレート

とする。）を減じた率（ただし、

かかる計算の結果が０以下の場合

には、当該計算によって得られた

率は０とする。）を乗じた額に、

（ⅲ）取得日から2019年３月31日

（同日を含む。）までの実日数を

乗じ、365で除して得られた額に相

当する額とする。ただし、Ｄ種優

先株式取得価格、Ｄ種最終配当金

額及びＤ種早期取得費は円位未満

小数第４位まで算出し、その小数

第４位を四捨五入する。

（新設） ②　 当会社は、Ｄ種優先株主及びＤ種

優先登録株式質権者に対して、取

得日の２週間前までに、当該取得

日を通知、若しくは公告するもの

とする。

（ 16 ）
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②　 Ｄ種優先株式の一部につき本条に
基づく取得を行う場合は、按分比
例（端数については抽選）により
行う。

③　 Ｄ種優先株式の一部につき本条に
基づく取得を行う場合は、按分比
例（端数については抽選）により
行う。

11.～12.　　　（省略） 11.～12.　（現行のとおり）
第12条の３（Ｇ種優先株式） 第12条の３（Ｇ種優先株式）

（省略） （現行のとおり）

（Ｇ種優先配当金） （Ｇ種優先配当金）
１.　当会社は、第38条に定める期末配

当を行う場合、毎事業年度末日の
最終の株主名簿に記載又は記録さ
れているＧ種優先株式を有する株
主（以下「Ｇ種優先株主」とい
う。）又はＧ種優先株式の登録株
式質権者（以下「Ｇ種優先登録株
式質権者」という。）に対し、毎
事業年度末日の最終の株主名簿に
記載又は記録されている普通株主
若しくは普通登録株式質権者、Ｂ
種優先株主若しくはＢ種優先登録
株式質権者又は当会社の発行する
その他のいかなる種類の株式（た
だし、Ｄ種優先株式及びＨ種優先
株式を除く。以下、上記普通株
式、ならびにＤ種優先株式及びＨ
種優先株式を除く種類株式を総称
して「Ｇ種優先株式に劣後する株
式」という。）を有する株主若し
くはかかる株式の登録株式質権者
に先立ち、本項第２号に定める金
額の期末配当（以下「Ｇ種優先配
当金」という。）を行う。ただし、
本条第４項に定めるＧ種優先中間
配当金が支払われた場合には、本
号のＧ種優先配当金の支払いは、
Ｇ種優先中間配当金を差し引いた
額による。

１.　当会社は、第38条第１項に定める
期末配当を行う場合、毎事業年度
末日の最終の株主名簿に記載又は
記録されているＧ種優先株式を有
する株主（以下「Ｇ種優先株主」
という。）又はＧ種優先株式の登
録株式質権者（以下「Ｇ種優先登
録株式質権者」という。）に対し、
毎事業年度末日の最終の株主名簿
に記載又は記録されている普通株
主若しくは普通登録株式質権者、
Ｂ種優先株主若しくはＢ種優先登
録株式質権者又は当会社の発行す
るその他のいかなる種類の株式
（ただし、Ｄ種優先株式及びＨ種
優先株式を除く。以下、上記普通
株式、ならびにＤ種優先株式及び
Ｈ種優先株式を除く種類株式を総
称して「Ｇ種優先株式に劣後する
株式」という。）を有する株主若
しくはかかる株式の登録株式質権
者に先立ち、本項第２号に定める
金額の期末配当（以下「Ｇ種優先
配当金」という。）を行う。ただ
し、本条第４項に定めるＧ種優先
中間配当金が支払われた場合に
は、本号のＧ種優先配当金の支払
いは、Ｇ種優先中間配当金を差し
引いた額による。

②　 2008年３月31日に終了する事業年
度の末日を基準日とする期末配当
は行わない。
2008年４月１日（同日を含む。）
から2015年３月31日（同日を含
む。）までの間に終了する各事業
年度の末日を基準日とするものに
関しては、１株につきＧ種優先配
当金として、Ｇ種優先株主又はＧ
種優先登録株式質権者に対して、
2,000円（以下「Ｇ種清算価値」と
いう。）に1.5％を乗じて算出され
る額に相当する金銭を支払うもの
とする。

②　 2008年３月31日に終了する事業年
度の末日を基準日とする期末配当
は行わない。
2008年４月１日（同日を含む。）
から2015年３月31日（同日を含
む。）までの間に終了する各事業
年度の末日を基準日とするものに
関しては、１株につきＧ種優先配
当金として、Ｇ種優先株主又はＧ
種優先登録株式質権者に対して、
2,000円（以下「Ｇ種清算価値」と
いう。）に1.5％を乗じて算出され
る額に相当する金銭を支払うもの
とする。

（ 17 ）
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2015年４月１日以降に終了する各
事業年度の末日を基準日とするも
のに関しては、１株につきＧ種優
先配当金として、Ｇ種優先株主又
はＧ種優先登録株式質権者に対し
て、Ｇ種清算価値にＧ種優先株式
増加配当率（以下に定義）を乗じ
て算出される額に相当する金銭を
支払うものとする。

2015年４月１日以降に終了する各
事業年度の末日を基準日とするも
のに関しては、１株につきＧ種優
先配当金として、Ｇ種優先株主又
はＧ種優先登録株式質権者に対し
て、Ｇ種清算価値にＧ種優先株式
増加配当率（以下に定義）を乗じ
て算出される額に相当する金銭を
支払うものとする。

「Ｇ種優先株式増加配当率」と
は、（ⅰ）当該基準日が属する事
業年度の初日及びその直後の10月
１日（ロンドンにおいて銀行間ユ
ーロ通貨市場が開かれており、銀
行が営業を行っている日であり、
かつ関連するレートが取得可能な
日（以下、本項において「ロンド
ン営業日」という。）でない場合
には翌ロンドン営業日）のロンド
ン時間午前11時現在のユーロ円６
ヶ月物ロンドン・インター・バン
ク・オファード・レート（ユーロ
円LIBOR６ヶ月物（360日ベース））
としてTelerate Systemsスクリー
ン3750ページ（又はその承継ペー
ジ）に表示される各数値の平均
値、（ⅱ）1.5％からＧ種優先株式
の最初の発行日の２東京営業日
（東京において銀行が営業を行っ
ている日をいう。以下同じ。）前
の日の東京時間午前10時現在の東
京スワップ・レファレンスレート
（T.S.R.）としてTelerate 
Systemsスクリーン17143ページ
（又はその承継ページ）に表示さ
れる期間７年に対応するスワッ
プ・レート（当日の東京時間午前
10時現在の東京スワップ・レファ
レンスレート（T.S.R.）を取得で
きない場合には、当該レートを取
得できる直後の東京営業日におけ
る当該レートとする。）（以下、
かかるスワップ・レートを「Ｇ種
発行日スワップレート」とい
う。）を差し引いた率、及び（ⅲ）
1.5％を合計した率とする。ただ
し、Ｇ種優先株式増加配当率の計
算は、％未満小数第４位まで算出
し、その小数第４位を四捨五入す
る。

「Ｇ種優先株式増加配当率」と
は、（ⅰ）当該基準日が属する事
業年度の初日及びその直後の10月
１日（ただし、本条第11項に基づ
く取得にあたり、９月30日以前を
取得日とする場合は、当該取得日
の直前の４月１日及び10月１日）
（ロンドンにおいて銀行間ユーロ
通貨市場が開かれており、銀行が
営業を行っている日であり、かつ
関連するレートが取得可能な日
（以下、本項において「ロンドン
営業日」という。）でない場合に
は翌ロンドン営業日）のロンドン
時間午前11時現在のユーロ円６ヶ
月物ロンドン・インター・バンク・
オファード・レート（ユーロ円
LIBOR６ヶ月物（360日ベース））
としてTelerate Systemsスクリー
ン3750ページ（又はその承継ペー
ジ）に表示される各数値の平均
値、（ⅱ）1.5％からＧ種優先株式
の最初の発行日の２東京営業日
（東京において銀行が営業を行っ
ている日をいう。以下同じ。）前
の日の東京時間午前10時現在の東
京スワップ・レファレンスレート
（T.S.R.）としてTelerate 
Systemsスクリーン17143ページ
（又はその承継ページ）に表示さ
れる期間７年に対応するスワッ
プ・レート（当日の東京時間午前
10時現在の東京スワップ・レファ
レンスレート（T.S.R.）を取得で
きない場合には、当該レートを取
得できる直後の東京営業日におけ
る当該レートとする。）（以下、
かかるスワップ・レートを「Ｇ種
発行日スワップ・レート」とい
う。）を差し引いた率、及び（ⅲ）
1.5％を合計した率とする。ただ
し、Ｇ種優先株式増加配当率の計
算は、％未満小数第４位まで算出
し、その小数第４位を四捨五入す
る。

（ 18 ）
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（非累積条項） （非累積条項）

２.　ある事業年度において、Ｇ種優先

株主又はＧ種優先登録株式質権者

に対して支払う剰余金の配当の額

がＧ種優先配当金の額に達しない

場合、その不足額は翌事業年度以

降に累積しないものとする。

２.　ある事業年度において、Ｇ種優先

株主又はＧ種優先登録株式質権者

に対して支払う剰余金の配当の額

がＧ種優先配当金の額に達しない

場合、その不足額は翌事業年度以

降に累積しない。

３.　　　　　 （省略） ３.　　　 （現行のとおり）

（優先中間配当金） （優先中間配当金）

４.　当会社は、第38条に定める中間配

当を行う場合、毎年９月30日の最

終の株主名簿に記載又は記録され

ているＧ種優先株主又はＧ種優先

登録株式質権者に対し、毎年９月

30日の最終の株主名簿に記載又は

記録されているＧ種優先株式に劣

後する株式を有する株主又はＧ種

優先株式に劣後する株式の登録株

式質権者に先立ち、１株につきＧ

種優先配当金の２分の１に相当す

る額の中間配当（以下「Ｇ種優先

中間配当金」という。）を行う。

４.　当会社は、第38条第２項に定める

中間配当を行う場合、毎年９月30

日の最終の株主名簿に記載又は記

録されているＧ種優先株主又はＧ

種優先登録株式質権者に対し、毎

年９月30日の最終の株主名簿に記

載又は記録されているＧ種優先株

式に劣後する株式を有する株主又

はＧ種優先株式に劣後する株式の

登録株式質権者に先立ち、１株に

つきＧ種優先配当金の２分の１に

相当する額の中間配当（以下「Ｇ

種優先中間配当金」という。）を

行う。

（残余財産の分配） （残余財産の分配）

５.　当会社の残余財産を分配するとき

は、Ｇ種優先株主又はＧ種優先登

録株式質権者に対し、Ｇ種優先株

式に劣後する株式を有する株主又

はＧ種優先株式に劣後する株式の

登録株式質権者に先立ち、Ｇ種優

先株式１株につき、（ⅰ）Ｇ種清

算価値、（ⅱ）Ｇ種最終配当金額

（以下に定義）、及び（ⅲ）2015

年３月31日以前に残余財産の分配

が行われる場合には、Ｇ種早期取

得費（以下に定義）を合計した額

に相当する額を支払う。ただし、

本項の目的上、Ｇ種最終配当金額

及びＧ種早期取得費の定義中、「取

得日」を「残余財産の分配が行わ

れる日」と読み替えるものとす

る。

５.　当会社の残余財産を分配するとき

は、Ｇ種優先株主又はＧ種優先登

録株式質権者に対し、Ｇ種優先株

式に劣後する株式を有する株主又

はＧ種優先株式に劣後する株式の

登録株式質権者に先立ち、Ｇ種優

先株式１株につき、（ⅰ）Ｇ種清

算価値、（ⅱ）Ｇ種最終配当金額

（本条第11項に定義）、及び（ⅲ）

2015年３月31日以前に残余財産の

分配が行われる場合には、Ｇ種早

期取得費（本条第11項に定義）を

合計した額に相当する額を支払

う。ただし、本項の目的上、Ｇ種

最終配当金額及びＧ種早期取得費

の定義中、「取得日」を「残余財

産の分配が行われる日」と読み替

えるものとする。

②　　　　　　（省略） ②　　　　（現行のとおり）

（ 19 ）
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（議　決　権） （議　決　権）

６.　Ｇ種優先株主は、株主総会におい

て議決権を有しない。ただし、Ｇ

種優先株主は、定時株主総会にＧ

種優先配当金の支払いを受ける旨

の議案が提出されないときは当該

総会の時から、Ｇ種優先配当金の

支払いを受ける旨の議案が定時株

主総会において否決されたときは

当該総会の終結の時から、Ｇ種優

先配当金の支払いを受ける旨の決

議がなされるときまでＧ種優先株

式100株あたり１議決権を有す

る。

６.　Ｇ種優先株主は、株主総会におい

て議決権を有しない。ただし、Ｇ

種優先株主は、定時株主総会にＧ

種優先配当金の支払いを受ける旨

の議案が提出されないときは当該

総会の時から、Ｇ種優先配当金の

支払いを受ける旨の議案が定時株

主総会において否決されたときは

当該総会の終結の時から、Ｇ種優

先配当金の支払いを受ける旨の決

議がなされる時までＧ種優先株式

100株あたり１議決権を有する。

７.～８.　　　（省略） ７.～８.　（現行のとおり）

（当会社の普通株式を対価とする取

得請求権）

（当会社の普通株式を対価とする取

得請求権）

９.　Ｇ種優先株主は、2010年３月１日

以降いつでも、下記条件により、

その有するＧ種優先株式を当会社

が取得し、これと引換えに当会社

の普通株式を交付するよう請求す

ることができる。

９.　Ｇ種優先株主は、2010年３月１日

以降いつでも、下記条件により、

その有するＧ種優先株式を当会社

が取得し、これと引換えに、当会

社の普通株式を交付するよう請求

することができる。

②　 前号の請求に基づく当会社による

Ｇ種優先株式の取得と引換えに、

当会社がＧ種優先株主に交付すべ

き当会社の普通株式数は、当該Ｇ

種優先株主が取得請求のために提

出したＧ種優先株式のＧ種清算価

値の総額をその時点で有効なＧ種

優先株式交付価額（以下に定義）

で除した数とする。ただし、当該

株式数の算出にあたり１株未満の

端数が生じた場合には、これを切

り捨て、現金による調整は行わな

い。

②　 前号の請求に基づく当会社による

Ｇ種優先株式の取得と引換えに当

会社がＧ種優先株主に交付すべき

当会社の普通株式数は、当該Ｇ種

優先株主が取得請求のために提出

したＧ種優先株式のＧ種清算価値

の総額をその時点で有効なＧ種優

先株式交付価額（以下に定義）で

除した数とする。ただし、当該株

式数の算出にあたり１株未満の端

数が生じた場合には、これを切り

捨て、現金による調整は行わな

い。

（１）　　　　　（省略） （１）　　　（現行のとおり）

（ 20 ）
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（２） Ｇ種優先株式交付価額の調整

（イ） 下記の算式で計算するとＧ種優先

株式交付価額を下落させることと

なる対価で、当会社が普通株式を

発行若しくは交付した、又は本号

（２）（ロ）に従って発行若しく

は交付したとみなされるときには

いつでも（発行済みの新株予約

権、当会社の普通株式の交付と引

換えに取得される証券（権利）若

しくは取得させることができる証

券（権利）、又はその他同様の権

利の行使による当会社の普通株式

の発行又は交付は除外され

る。）、かかる発行時若しくは交

付時、又は発行若しくは交付した

とみなされた直後に、Ｇ種優先株

式交付価額は以下に従い減額され

る（以下、このように減額された

Ｇ種優先株式交付価額を「調整後

Ｇ種優先株式交付価額」とい

う。）。ただし、調整後Ｇ種優先

株式交付価額の計算は、円位未満

小数第２位まで算出し、その小数

第２位を四捨五入する。

（２） Ｇ種優先株式交付価額の調整

（イ） 下記の算式で計算するとＧ種優先

株式交付価額を下落させることと

なる対価で、当会社が普通株式を

発行若しくは交付した、又は本号

（２）（ロ）に従って発行若しく

は交付したとみなされるときには

いつでも（発行済みの新株予約

権、当会社の普通株式の交付と引

換えに取得される証券（権利）若

しくは取得させることができる証

券（権利）、又はその他同様の権

利の行使による当会社の普通株式

の発行又は交付は除外され

る。）、かかる発行時若しくは交

付時、又は発行若しくは交付した

とみなされた直後に、Ｇ種優先株

式交付価額は以下に従い減額され

る（以下、このように減額された

Ｇ種優先株式交付価額を「調整後

Ｇ種優先株式交付価額」とい

う。）。ただし、調整後Ｇ種優先

株式交付価額の計算は、円位未満

小数第２位まで算出し、その小数

第２位を四捨五入する。

発行又は
交付前のみなし

発行済み
普通株式数

＋

当会社の
受領対価

調整後
Ｇ種優先
株式

交付価額

＝
調整前
Ｇ種優先
株式

交付価額

×
時価

発行又は交付後のみなし
発行済み普通株式数

発行又は
交付前のみなし

発行済み
普通株式数

＋

当会社の
受領対価

調整後
Ｇ種優先
株式

交付価額

＝
調整前
Ｇ種優先
株式

交付価額

×
時価

発行又は交付後のみなし
発行済み普通株式数

上記算式における「みなし発行済

み普通株式数」とは、当該時点に

おいて、当会社の普通株式を対象

とする新株予約権、当会社の普通

株式の交付と引換えに取得される

証券（権利）若しくは取得させる

ことができる証券（権利）、又は

その他同様の権利がすべて行使さ

れたと仮定した場合（当該証券又

は権利が当該時点において行使可

能であるとして計算するものとす

る。）における発行済み普通株式

数を意味する。ただし、当会社又

はその完全子会社の勘定で所有又

は保有されている当会社の普通株

式は一切含まないものとして計算

する。

上記算式における「みなし発行済

み普通株式数」とは、当該時点に

おいて、当会社の普通株式を対象

とする新株予約権、当会社の普通

株式の交付と引換えに取得される

証券（権利）若しくは取得させる

ことができる証券（権利）、又は

その他同様の権利がすべて行使さ

れたと仮定した場合（当該証券又

は権利が当該時点において行使可

能であるとして計算するものとす

る。）における発行済み普通株式

数を意味する。ただし、当会社又

はその完全子会社の勘定で所有又

は保有されている当会社の普通株

式は一切含まないものとして計算

する。

（ 21 ）
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上記算式における「当会社の受領

対価」とは、当会社の普通株式の

発行又は交付の場合には、当該発

行又は交付により、当会社の普通

株式の対価として当会社が受け取

った、又は受け取ることになって

いる現金の額、及び現金以外の対

価の公正な時価の合計額を意味

し、また、普通株式を対象とする

新株予約権、普通株式の交付と引

換えに取得される証券（権利）若

しくは取得させることができる証

券（権利）、又はその他同様の権

利の発行若しくは交付の場合に

は、当該発行又は交付により、当

該証券又は権利の対価として当会

社が受け取った、又は受け取るこ

とになっている現金の額、及び現

金以外の対価の公正な時価の合計

額に、それらの行使により、当会

社が受け取ることになっている現

金の額、及び現金以外の対価の公

正な時価の合計額を加えた額を意

味するものとする。

上記算式における「当会社の受領

対価」とは、当会社の普通株式の

発行又は交付の場合には、当該発

行又は交付により、当会社の普通

株式の対価として当会社が受け取

った、又は受け取ることになって

いる現金の額、及び現金以外の対

価の公正な時価の合計額を意味

し、また、普通株式を対象とする

新株予約権、普通株式の交付と引

換えに取得される証券（権利）若

しくは取得させることができる証

券（権利）、又はその他同様の権

利の発行若しくは交付の場合に

は、当該発行又は交付により、当

該証券又は権利の対価として当会

社が受け取った、又は受け取るこ

とになっている現金の額、及び現

金以外の対価の公正な時価の合計

額に、それらの行使により、当会

社が受け取ることになっている現

金の額、及び現金以外の対価の公

正な時価の合計額を加えた額を意

味するものとする。

上記算式における「時価」とは、

（ⅰ）当会社の普通株式が市場で

取引されている場合には、調整後

Ｇ種優先株式交付価額を適用する

日に先立つ45取引日に始まる30取

引日（終値がない日は除く。）の

東京証券取引所における当会社の

普通株式の毎日の１株当たり終値

（気配表示を含む。）の単純平均

価格（円位未満小数第２位まで算

出し、その小数第２位を四捨五入

する。）、又は（ⅱ）当会社の普

通株式が市場で取引されていない

場合には、当会社の取締役会が誠

意をもって決定する当会社の普通

株式の公正な価額を意味するもの

とする。

上記算式における「時価」とは、

（ⅰ）当会社の普通株式が市場で

取引されている場合には、調整後

Ｇ種優先株式交付価額を適用する

日に先立つ45取引日に始まる30取

引日（終値がない日は除く。）の

東京証券取引所における当会社の

普通株式の毎日の１株当たり終値

（気配表示を含む。）の単純平均

価格（円位未満小数第２位まで算

出し、その小数第２位を四捨五入

する。）、又は（ⅱ）当会社の普

通株式が市場で取引されていない

場合には、当会社の取締役会が誠

意をもって決定する当会社の普通

株式の公正な価額を意味する。

（ロ）～（ニ）　（省略） （ロ）～（ニ）（現行のとおり）

（ 22 ）
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（ホ） その他当会社の取締役会が定める

調整

（ホ） その他当会社の取締役会が定める

調整

本号（２）（イ）乃至（ニ）で規

定されている調整に加え、（ⅰ）

合併、減資、自己株式の取得、若

しくは当会社の普通株式の併合、

（ⅱ）当会社の普通株式数の変

更、若しくは当会社の普通株式数

の変更の可能性を生ぜしめる事由

の発生、又は（ⅲ）Ｇ種優先株式

交付価額を調整すべき事由が２つ

以上相接して発生し、一方の事由

に基づく調整後Ｇ種優先株式交付

価額の算出に関して使用すべき時

価が、他方の事由によって影響さ

れているとみなされる場合のうち

いずれかが発生した場合には、当

会社の取締役会が適当と判断する

Ｇ種優先株式交付価額に調整され

るものとする。

本号（２）（イ）乃至（ニ）で規

定されている調整に加え、（ⅰ）

合併、資本金の額の減少、自己株

式の取得、若しくは当会社の普通

株式の併合、（ⅱ）当会社の普通

株式数の変更、若しくは当会社の

普通株式数の変更の可能性を生ぜ

しめる事由の発生、又は（ⅲ）Ｇ

種優先株式交付価額を調整すべき

事由が２つ以上相接して発生し、

一方の事由に基づく調整後Ｇ種優

先株式交付価額の算出に関して使

用すべき時価が、他方の事由によ

って影響されているとみなされる

場合のうちいずれかが発生した場

合には、当会社の取締役会が適当

と判断するＧ種優先株式交付価額

に調整されるものとする。

（へ）　　　　　（省略） （へ）　　　（現行のとおり）

10.　　　　　 （省略） 10.　　　 （現行のとおり）

（金銭を対価とする取得条項） （金銭を対価とする取得条項）

11.　当会社は、いつでも（ただし、2013

年４月１日以降に限る。）、当会

社の取締役会の決議により定める

日（以下、本項において「取得日」

という。）をもって、Ｇ種優先株

主及びＧ種優先登録株式質権者に

対して35日以上90日以内に事前通

知を行った上で、発行済みＧ種優

先株式の全部又は一部を取得し、

当該取得と引換えにＧ種優先株式

１株につき、Ｇ種優先株式取得価

格（以下に定義）相当額の金銭を

交付することができる。

11.　当会社は、いつでも（ただし、2013

年４月１日以降に限る。）、当会

社の取締役会の決議により定める

日（以下本項において「取得日」

という。）をもって、発行済みＧ

種優先株式の全部又は一部を取得

し、当該取得と引換えにＧ種優先

株式１株につき、Ｇ種優先株式取

得価格（以下に定義）相当額の金

銭を交付することができる。

「Ｇ種優先株式取得価格」とは、

（ⅰ）Ｇ種清算価値、（ⅱ）Ｇ種

最終配当金額（以下に定義）、及

び（ⅲ）2015年３月31日以前に取

得が行われる場合においては、Ｇ

種早期取得費（以下に定義）を合

計した額に相当する額を意味す

る。

「Ｇ種優先株式取得価格」とは、

（ⅰ）Ｇ種清算価値、（ⅱ）Ｇ種

最終配当金額（以下に定義）、及

び（ⅲ）2015年３月31日以前に取

得が行われる場合においては、Ｇ

種早期取得費（以下に定義）を合

計した額に相当する額を意味す

る。

（ 23 ）
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「Ｇ種最終配当金額」とは、（ⅰ）
取得日が2015年３月31日以前に開
始する事業年度に属する場合は、
Ｇ種清算価値に1.5％を乗じた金
額を、当該事業年度の初日から取
得日（同日を含む。）までの実日
数で日割計算した金額、又は（ⅱ）
取得日が2015年４月１日以降に開
始する事業年度に属する場合は、
Ｇ種清算価値にその時点で有効な
Ｇ種優先株式増加配当率を乗じた
金額を、取得日の属する事業年度
における事業年度初日から取得日
（同日を含む。）までの日数で日
割計算した金額に相当する金額を
意味する。ただし、上記（ⅰ）又
は（ⅱ）により計算された金額か
ら、取得日が属する事業年度にお
いて支払われた全てのＧ種優先中
間配当金の額が差し引かれるもの
とする。

「Ｇ種最終配当金額」とは、（ⅰ）
取得日が2015年３月31日以前に開
始する事業年度に属する場合は、
Ｇ種清算価値に1.5％を乗じた金
額を、当該事業年度の初日から取
得日（同日を含む。）までの実日
数で日割計算した金額、又は（ⅱ）
取得日が2015年４月１日以降に開
始する事業年度に属する場合は、
Ｇ種清算価値にその時点で有効な
Ｇ種優先株式増加配当率を乗じた
金額を、取得日の属する事業年度
における事業年度初日から取得日
（同日を含む。）までの日数で日
割計算した金額に相当する金額を
意味する。ただし、上記（ⅰ）又
は（ⅱ）により計算された金額か
ら、取得日が属する事業年度にお
いて支払われた全てのＧ種優先中
間配当金の額が差し引かれるもの
とする。

「Ｇ種早期取得費」とは、（ⅰ）
Ｇ種清算価値に、（ⅱ）Ｇ種発行
日スワップ・レートから、取得日
の５東京営業日前の日の東京時間
午前10時現在の東京スワップ・レ
ファレンスレート（T.S.R.）とし
てTelerate Systemsスクリーン
17143ページ（又はその承継ペー
ジ）に表示される、取得日から2015
年３月31日までの期間（以下、本
項において「取得費計算期間」と
いう。）に対応するスワップ・レ
ート（当日の東京時間午前10時現
在の当該スワップ・レートを取得
できない場合には、当該レートを
取得できる直前の東京営業日にお
ける当該レートとする。）（ただ
し、取得日が2014年４月１日以降
の場合には、当該取得日の５ロン
ドン営業日前の日のロンドン時間
午前11時現在のユーロ円ロンド
ン・インター・バンク・オファー
ド・レート（円LIBOR（360日ベー
ス））としてTelerate Systemsス
クリーン3750ページ（又はその承
継ページ）に表示される、取得費
計算期間に対応する数値とす
る。）（なお、いずれの場合も対

「Ｇ種早期取得費」とは、（ⅰ）
Ｇ種清算価値に、（ⅱ）Ｇ種発行
日スワップ・レートから、取得日
の５東京営業日前の日の東京時間
午前10時現在の東京スワップ・レ
ファレンスレート（T.S.R.）とし
てTelerate Systemsスクリーン
17143ページ（又はその承継ペー
ジ）に表示される、取得日から2015
年３月31日までの期間（以下、本
項において「取得費計算期間」と
いう。）に対応するスワップ・レ
ート（当日の東京時間午前10時現
在の当該スワップ・レートを取得
できない場合には、当該レートを
取得できる直前の東京営業日にお
ける当該レートとする。）（ただ
し、取得日が2014年４月１日以降
の場合には、当該取得日の５ロン
ドン営業日前の日のロンドン時間
午前11時現在のユーロ円ロンド
ン・インター・バンク・オファー
ド・レート（円LIBOR（360日ベー
ス））としてTelerate Systemsス
クリーン3750ページ（又はその承
継ページ）に表示される、取得費
計算期間に対応する数値とす
る。）（なお、いずれの場合も対

（ 24 ）
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応する期間がない場合は線形補完

で計算したレートとする。）を減

じた率（ただし、かかる計算の結

果が０以下の場合には、当該計算

によって得られた率を０とす

る。）を乗じた額に、（ⅲ）取得

日から2015年３月31日（同日を含

む。）までの実日数を乗じ、365で

除して得られた額に相当する金額

とする。ただし、Ｇ種優先株式取

得価格、Ｇ種最終配当金額及びＧ

種早期取得費の計算は円位未満小

数第４位まで算出し、その小数第

４位を四捨五入する。

応する期間がない場合は線形補完

で計算したレートとする。）を減

じた率（ただし、かかる計算の結

果が０以下の場合には、当該計算

によって得られた率を０とす

る。）を乗じた額に、（ⅲ）取得

日から2015年３月31日（同日を含

む。）までの実日数を乗じ、365で

除して得られた額に相当する金額

とする。ただし、Ｇ種優先株式取

得価格、Ｇ種最終配当金額及びＧ

種早期取得費の計算は円位未満小

数第４位まで算出し、その小数第

４位を四捨五入する。

（新設） ②　 当会社は、Ｇ種優先株主及びＧ種

優先登録株式質権者に対して、取

得日の２週間前までに、当該取得

日を通知、若しくは公告するもの

とする。

②　 Ｇ種優先株式の一部につき、本項

に基づく取得を行う場合は、按分

比例（端数については抽選）によ

り行う。

③　 Ｇ種優先株式の一部につき、本項

に基づく取得を行う場合は、按分

比例（端数については抽選）によ

り行う。

12.～13.　　　（省略） 12.～13.　（現行のとおり）

第12条の４（Ｈ種優先株式） 第12条の４（Ｈ種優先株式）

（省略） （現行のとおり）

（Ｈ種優先配当金） （Ｈ種優先配当金）

１.　当会社は、第38条に定める期末配

当を行う場合、毎事業年度末日の

最終の株主名簿に記載又は記録さ

れているＨ種優先株式を有する株

主（以下「Ｈ種優先株主」とい

う。）又はＨ種優先株式の登録株

式質権者（以下「Ｈ種優先登録株

式質権者」という。）に対し、毎

事業年度末日の最終の株主名簿に

記載又は記録されている普通株主

若しくは普通登録株式質権者、Ｂ

種優先株主若しくはＢ種優先登録

株式質権者又は当会社の発行する

その他のいかなる種類の株式（た

だし、Ｄ種優先株式及びＧ種優先

株式を除く。以下、上記普通株

式、ならびにＤ種優先株式及びＧ

種優先株式を除く種類株式を総称

して「Ｈ種優先株式に劣後する株

式」という。）を有する株主若し

くはかかる株式の登録株式質権者

に先立ち、本項第２号に定める金

１.　当会社は、第38条第１項に定める

期末配当を行う場合、毎事業年度

末日の最終の株主名簿に記載又は

記録されているＨ種優先株式を有

する株主（以下「Ｈ種優先株主」

という。）又はＨ種優先株式の登

録株式質権者（以下「Ｈ種優先登

録株式質権者」という。）に対し、

毎事業年度末日の最終の株主名簿

に記載又は記録されている普通株

主若しくは普通登録株式質権者、

Ｂ種優先株主若しくはＢ種優先登

録株式質権者又は当会社の発行す

るその他のいかなる種類の株式

（ただし、Ｄ種優先株式及びＧ種

優先株式を除く。以下、上記普通

株式、ならびにＤ種優先株式及び

Ｇ種優先株式を除く種類株式を総

称して「Ｈ種優先株式に劣後する

株式」という。）を有する株主若

しくはかかる株式の登録株式質権

者に先立ち、本項第２号に定める
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額の期末配当（以下「Ｈ種優先配

当金」という。）を行う。ただし、

本条第４項に定めるＨ種優先中間

配当金が支払われた場合には、本

号のＨ種優先配当金の支払いは、

Ｈ種優先中間配当金を差し引いた

額による。

金額の期末配当（以下「Ｈ種優先

配当金」という。）を行う。ただ

し、本条第４項に定めるＨ種優先

中間配当金が支払われた場合に

は、本号のＨ種優先配当金の支払

いは、Ｈ種優先中間配当金を差し

引いた額による。

②　 2009年３月31日に終了する事業年

度の末日を基準日とする期末配当

は行わない。

②　 2009年３月31日に終了する事業年

度の末日を基準日とする期末配当

は行わない。

2009年４月１日（同日を含む。）

から2016年３月31日（同日を含

む。）までの間に終了する各事業

年度の末日を基準日とするものに

関しては、１株につきＨ種優先配

当金として、Ｈ種優先株主又はＨ

種優先登録株式質権者に対して、

2,000円（以下「Ｈ種清算価値」と

いう。）に1.5％を乗じて算出され

る額に相当する金銭を支払うもの

とする。

2009年４月１日（同日を含む。）

から2016年３月31日（同日を含

む。）までの間に終了する各事業

年度の末日を基準日とするものに

関しては、１株につきＨ種優先配

当金として、Ｈ種優先株主又はＨ

種優先登録株式質権者に対して、

2,000円（以下「Ｈ種清算価値」と

いう。）に1.5％を乗じて算出され

る額に相当する金銭を支払うもの

とする。

2016年４月１日以降に終了する各

事業年度の末日を基準日とするも

のに関しては、１株につきＨ種優

先配当金として、Ｈ種優先株主又

はＨ種優先登録株式質権者に対し

て、Ｈ種清算価値にＨ種優先株式

増加配当率（以下に定義）を乗じ

て算出される額に相当する金銭を

支払うものとする。

2016年４月１日以降に終了する各

事業年度の末日を基準日とするも

のに関しては、１株につきＨ種優

先配当金として、Ｈ種優先株主又

はＨ種優先登録株式質権者に対し

て、Ｈ種清算価値にＨ種優先株式

増加配当率（以下に定義）を乗じ

て算出される額に相当する金銭を

支払うものとする。
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「Ｈ種優先株式増加配当率」と

は、（ⅰ）当該基準日が属する事

業年度の初日及びその直後の10月

１日（ロンドンにおいて銀行間ユ

ーロ通貨市場が開かれており、銀

行が営業を行っている日であり、

かつ関連するレートが取得可能な

日（以下、本項において「ロンド

ン営業日」という。）でない場合

には翌ロンドン営業日）のロンド

ン時間午前11時現在のユーロ円６

ヶ月物ロンドン・インター・バン

ク・オファード・レート（ユーロ

円LIBOR６ヶ月物（360日ベース））

としてTelerate Systemsスクリー

ン3750ページ（又はその承継ペー

ジ）に表示される各数値の平均

値、（ⅱ）1.5％からＨ種優先株式

の最初の発行日の２東京営業日

（東京において銀行が営業を行っ

ている日をいう。以下同じ。）前

の日の東京時間午前10時現在の東

京スワップ・レファレンスレート

（T.S.R.）としてTelerate 

Systemsスクリーン17143ページ

（又はその承継ページ）に表示さ

れる期間７年に対応するスワッ

プ・レート（当日の東京時間午前

10時現在の東京スワップ・レファ

レンスレート（T.S.R.）を取得で

きない場合には、当該レートを取

得できる直後の東京営業日におけ

る当該レートとする。）（以下、

かかるスワップ・レートを「Ｈ種

発行日スワップ・レート」とい

う。）を差し引いた率、及び（ⅲ）

1.5％を合計した率とする。ただ

し、Ｈ種優先株式増加配当率の計

算は、％未満小数第４位まで算出

し、その小数第４位を四捨五入す

る。

「Ｈ種優先株式増加配当率」と

は、（ⅰ）当該基準日が属する事

業年度の初日及びその直後の10月

１日（ただし、本条第11項に基づ

く取得にあたり、９月30日以前を

取得日とする場合は、当該取得日

の直前の４月１日及び10月１日）

（ロンドンにおいて銀行間ユーロ

通貨市場が開かれており、銀行が

営業を行っている日であり、かつ

関連するレートが取得可能な日

（以下、本項において「ロンドン

営業日」という。）でない場合に

は翌ロンドン営業日）のロンドン

時間午前11時現在のユーロ円６ヶ

月物ロンドン・インター・バンク・

オファード・レート（ユーロ円

LIBOR６ヶ月物（360日ベース））

としてTelerate Systemsスクリー

ン3750ページ（又はその承継ペー

ジ）に表示される各数値の平均

値、（ⅱ）1.5％からＨ種優先株式

の最初の発行日の２東京営業日

（東京において銀行が営業を行っ

ている日をいう。以下同じ。）前

の日の東京時間午前10時現在の東

京スワップ・レファレンスレート

（T.S.R.）としてTelerate 

Systemsスクリーン17143ページ

（又はその承継ページ）に表示さ

れる期間７年に対応するスワッ

プ・レート（当日の東京時間午前

10時現在の東京スワップ・レファ

レンスレート（T.S.R.）を取得で

きない場合には、当該レートを取

得できる直後の東京営業日におけ

る当該レートとする。）（以下、

かかるスワップ・レートを「Ｈ種

発行日スワップ・レート」とい

う。）を差し引いた率、及び（ⅲ）

1.5％を合計した率とする。ただ

し、Ｈ種優先株式増加配当率の計

算は、％未満小数第４位まで算出

し、その小数第４位を四捨五入す

る。
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（非累積条項） （非累積条項）

２.　ある事業年度において、Ｈ種優先

株主又はＨ種優先登録株式質権者

に対して支払う剰余金の配当の額

がＨ種優先配当金の額に達しない

場合、その不足額は翌事業年度以

降に累積しないものとする。

２.　ある事業年度において、Ｈ種優先

株主又はＨ種優先登録株式質権者

に対して支払う剰余金の配当の額

がＨ種優先配当金の額に達しない

場合、その不足額は翌事業年度以

降に累積しない。

３.　　　　　 （省略） ３.　　　 （現行のとおり）

（優先中間配当金） （優先中間配当金）

４.　当会社は、第38条に定める中間配

当を行う場合、毎年９月30日の最

終の株主名簿に記載又は記録され

ているＨ種優先株主又はＨ種優先

登録株式質権者に対し、毎年９月

30日の最終の株主名簿に記載又は

記録されているＨ種優先株式に劣

後する株式を有する株主又はＨ種

優先株式に劣後する株式の登録株

式質権者に先立ち、１株につきＨ

種優先配当金の２分の１に相当す

る額の中間配当（以下「Ｈ種優先

中間配当金」という。）を行う。

４.　当会社は、第38条第２項に定める

中間配当を行う場合、毎年９月30

日の最終の株主名簿に記載又は記

録されているＨ種優先株主又はＨ

種優先登録株式質権者に対し、毎

年９月30日の最終の株主名簿に記

載又は記録されているＨ種優先株

式に劣後する株式を有する株主又

はＨ種優先株式に劣後する株式の

登録株式質権者に先立ち、１株に

つきＨ種優先配当金の２分の１に

相当する額の中間配当（以下「Ｈ

種優先中間配当金」という。）を

行う。

（残余財産の分配） （残余財産の分配）

５.　当会社の残余財産を分配するとき

は、Ｈ種優先株主又はＨ種優先登

録株式質権者に対し、Ｈ種優先株

式に劣後する株式を有する株主又

はＨ種優先株式に劣後する株式の

登録株式質権者に先立ち、Ｈ種優

先株式１株につき、（ⅰ）Ｈ種清

算価値、（ⅱ）Ｈ種最終配当金額

（以下に定義）、及び（ⅲ）2016

年３月31日以前に残余財産の分配

が行われる場合には、Ｈ種早期取

得費（以下に定義）を合計した額

に相当する額を支払う。ただし、

本項の目的上、Ｈ種最終配当金額

及びＨ種早期取得費の定義中、「取

得日」を「残余財産の分配が行わ

れる日」と読み替えるものとす

る。

５.　当会社の残余財産を分配するとき

は、Ｈ種優先株主又はＨ種優先登

録株式質権者に対し、Ｈ種優先株

式に劣後する株式を有する株主又

はＨ種優先株式に劣後する株式の

登録株式質権者に先立ち、Ｈ種優

先株式１株につき、（ⅰ）Ｈ種清

算価値、（ⅱ）Ｈ種最終配当金額

（本条第11項に定義）、及び（ⅲ）

2016年３月31日以前に残余財産の

分配が行われる場合には、Ｈ種早

期取得費（本条第11項に定義）を

合計した額に相当する額を支払

う。ただし、本項の目的上、Ｈ種

最終配当金額及びＨ種早期取得費

の定義中、「取得日」を「残余財

産の分配が行われる日」と読み替

えるものとする。

②　　　　　　（省略） ②　　　　（現行のとおり）
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（議　決　権） （議　決　権）
６.　Ｈ種優先株主は、株主総会におい

て議決権を有しない。ただし、Ｈ
種優先株主は、定時株主総会にＨ
種優先配当金の支払いを受ける旨
の議案が提出されないときは当該
総会の時から、Ｈ種優先配当金の
支払いを受ける旨の議案が定時株
主総会において否決されたときは
当該総会の終結の時から、Ｈ種優
先配当金の支払いを受ける旨の決
議がなされるときまでＨ種優先株
式100株当たり１議決権を有す
る。

６.　Ｈ種優先株主は、株主総会におい
て議決権を有しない。ただし、Ｈ
種優先株主は、定時株主総会にＨ
種優先配当金の支払いを受ける旨
の議案が提出されないときは当該
総会の時から、Ｈ種優先配当金の
支払いを受ける旨の議案が定時株
主総会において否決されたときは
当該総会の終結の時から、Ｈ種優
先配当金の支払いを受ける旨の決
議がなされる時までＨ種優先株式
100株当たり１議決権を有する。

７.～８.　　　（省略） ７.～８.　　（現行のとおり）

（当会社の普通株式を対価とする取
得請求権）

（当会社の普通株式を対価とする取
得請求権）

９.　Ｈ種優先株主は、2011年３月１日
以降いつでも、下記条件により、
その有するＨ種優先株式を当会社
が取得し、これと引換えに当会社
の普通株式を交付するよう請求す
ることができる。

９.　Ｈ種優先株主は、2011年３月１日
以降いつでも、下記条件により、
その有するＨ種優先株式を当会社
が取得し、これと引換えに、当会
社の普通株式を交付するよう請求
することができる。

② 　前号の請求に基づく当会社による
Ｈ種優先株式の取得と引換えに、
当会社がＨ種優先株主に交付すべ
き当会社の普通株式数は、当該Ｈ
種優先株主が取得請求のために提
出したＨ種優先株式のＨ種清算価
値の総額をその時点で有効なＨ種
優先株式交付価額（以下に定義）
で除した数とする。ただし、当該
株式数の算出にあたり１株未満の
端数が生じた場合には、これを切
り捨て、現金による調整は行わな
い。

② 　前号の請求に基づく当会社による
Ｈ種優先株式の取得と引換えに当
会社がＨ種優先株主に交付すべき
当会社の普通株式数は、当該Ｈ種
優先株主が取得請求のために提出
したＨ種優先株式のＨ種清算価値
の総額をその時点で有効なＨ種優
先株式交付価額（以下に定義）で
除した数とする。ただし、当該株
式数の算出にあたり１株未満の端
数が生じた場合には、これを切り
捨て、現金による調整は行わな
い。

（１）～（２）　（省略） （１）～（２）（現行のとおり）
10.　　　　　 （省略） 10.　　　　 （現行のとおり）

（金銭を対価とする取得条項） （金銭を対価とする取得条項）
11.　当会社は、いつでも（ただし、2014

年４月１日以降に限る。）、当会
社の取締役会の決議により定める
日（以下、本項において「取得日」
という。）をもって、Ｈ種優先株
主及びＨ種優先登録株式質権者に
対して35日以上90日以内に事前通
知を行った上で、発行済みＨ種優
先株式の全部又は一部を取得し、
当該取得と引換えにＨ種優先株式
１株につき、Ｈ種優先株式取得価
格（以下に定義）相当額の金銭を
交付することができる。

11.　当会社は、いつでも（ただし、2014
年４月１日以降に限る。）、当会
社の取締役会の決議により定める
日（以下、本項において「取得日」
という。）をもって、発行済みＨ
種優先株式の全部又は一部を取得
し、当該取得と引換えにＨ種優先
株式１株につき、Ｈ種優先株式取
得価格（以下に定義）相当額の金
銭を交付することができる。

（ 29 ）

定款変更議案
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現 行 定 款 変 更 定 款 案

「Ｈ種優先株式取得価格」とは、

（ⅰ）Ｈ種清算価値、（ⅱ）Ｈ種

最終配当金額、及び（ⅲ）2016年

３月31日以前に取得が行われる場

合においては、Ｈ種早期取得費を

合計した額に相当する額を意味す

る。

「Ｈ種優先株式取得価格」とは、

（ⅰ）Ｈ種清算価値、（ⅱ）Ｈ種

最終配当金額、及び（ⅲ）2016年

３月31日以前に取得が行われる場

合においては、Ｈ種早期取得費を

合計した額に相当する額を意味す

る。

「Ｈ種最終配当金額」とは、（ⅰ）

取得日が2016年３月31日以前に開

始する事業年度に属する場合は、

Ｈ種清算価値に1.5％を乗じた金

額を、当該事業年度の初日から取

得日（同日を含む。）までの実日

数で日割計算した金額、又は（ⅱ）

取得日が2016年４月１日以降に開

始する事業年度に属する場合は、

Ｈ種清算価値にその時点で有効な

Ｈ種優先株式増加配当率を乗じた

金額を、取得日の属する事業年度

における事業年度初日から取得日

（同日を含む。）までの日数で日

割計算した金額に相当する金額を

意味する。ただし、上記（ⅰ）又

は（ⅱ）により計算された金額か

ら、取得日が属する事業年度にお

いて支払われた全てのＨ種優先中

間配当金の額が差し引かれるもの

とする。

「Ｈ種最終配当金額」とは、（ⅰ）

取得日が2016年３月31日以前に開

始する事業年度に属する場合は、

Ｈ種清算価値に1.5％を乗じた金

額を、当該事業年度の初日から取

得日（同日を含む。）までの実日

数で日割計算した金額、又は（ⅱ）

取得日が2016年４月１日以降に開

始する事業年度に属する場合は、

Ｈ種清算価値にその時点で有効な

Ｈ種優先株式増加配当率を乗じた

金額を、取得日の属する事業年度

における事業年度初日から取得日

（同日を含む。）までの日数で日

割計算した金額に相当する金額を

意味する。ただし、上記（ⅰ）又

は（ⅱ）により計算された金額か

ら、取得日が属する事業年度にお

いて支払われた全てのＨ種優先中

間配当金の額が差し引かれるもの

とする。

（ 30 ）

定款変更議案



2016/05/25 21:15:28 / 15172813_株式会社アプラスフィナンシャル_招集通知

現 行 定 款 変 更 定 款 案

「Ｈ種早期取得費」とは、（ⅰ）

Ｈ種清算価値に、（ⅱ）Ｈ種発行

日スワップ・レートから、取得日

の５東京営業日前の日の東京時間

午前10時現在の東京スワップ・レ

ファレンスレート（T.S.R.）とし

てTelerate Systemsスクリーン

17143ページ（又はその承継ペー

ジ）に表示される、取得日から2016

年３月31日までの期間（以下、本

項において「取得費計算期間」と

いう。）に対応するスワップ・レ

ート（当日の東京時間午前10時現

在の当該スワップ・レートを取得

できない場合には、当該レートを

取得できる直前の東京営業日にお

ける当該レートとする。）（ただ

し、取得日が2015年４月１日以降

の場合には、当該取得日の５ロン

ドン営業日前の日のロンドン時間

午前11時現在のユーロ円ロンド

ン・インター・バンク・オファー

ド・レート（円LIBOR（360日ベー

ス））としてTelerate Systemsス

クリーン3750ページ（又はその承

継ページ）に表示される、取得費

計算期間に対応する数値とす

る。）（なお、いずれの場合も対

応する期間がない場合は線形補完

で計算したレートとする。）を減

じた率（ただし、かかる計算の結

果が０以下の場合には、当該計算

によって得られた率を０とす

る。）を乗じた額に、（ⅲ）取得

日から2016年３月31日（同日を含

む。）までの実日数を乗じ、365で

除して得られた額に相当する金額

とする。ただし、Ｈ種優先株式取

得価格、Ｈ種最終配当金額及びＨ

種早期取得費の計算は円位未満小

数第４位まで算出し、その小数第

４位を四捨五入する。

「Ｈ種早期取得費」とは、（ⅰ）

Ｈ種清算価値に、（ⅱ）Ｈ種発行

日スワップ・レートから、取得日

の５東京営業日前の日の東京時間

午前10時現在の東京スワップ・レ

ファレンスレート（T.S.R.）とし

てTelerate Systemsスクリーン

17143ページ（又はその承継ペー

ジ）に表示される、取得日から2016

年３月31日までの期間（以下、本

項において「取得費計算期間」と

いう。）に対応するスワップ・レ

ート（当日の東京時間午前10時現

在の当該スワップ・レートを取得

できない場合には、当該レートを

取得できる直前の東京営業日にお

ける当該レートとする。）（ただ

し、取得日が2015年４月１日以降

の場合には、当該取得日の５ロン

ドン営業日前の日のロンドン時間

午前11時現在のユーロ円ロンド

ン・インター・バンク・オファー

ド・レート（円LIBOR（360日ベー

ス））としてTelerate Systemsス

クリーン3750ページ（又はその承

継ページ）に表示される、取得費

計算期間に対応する数値とす

る。）（なお、いずれの場合も対

応する期間がない場合は線形補完

で計算したレートとする。）を減

じた率（ただし、かかる計算の結

果が０以下の場合には、当該計算

によって得られた率を０とす

る。）を乗じた額に、（ⅲ）取得

日から2016年３月31日（同日を含

む。）までの実日数を乗じ、365で

除して得られた額に相当する金額

とする。ただし、Ｈ種優先株式取

得価格、Ｈ種最終配当金額及びＨ

種早期取得費の計算は円位未満小

数第４位まで算出し、その小数第

４位を四捨五入する。

（ 31 ）

定款変更議案
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現 行 定 款 変 更 定 款 案

（新設） ②　 当会社は、Ｈ種優先株主及びＨ種

優先登録株式質権者に対して、取

得日の２週間前までに、当該取得

日を通知、若しくは公告するもの

とする。

②　 Ｈ種優先株式の一部につき、本項

に基づく取得を行う場合は、按分

比例（端数については抽選）によ

り行う。

③　 Ｈ種優先株式の一部につき、本項

に基づく取得を行う場合は、按分

比例（端数については抽選）によ

り行う。

12.～13.　　　（省略） 12.～13.　（現行のとおり）

（ 32 ）

定款変更議案
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第２号議案　取締役８名選任の件

　本総会終結の時をもって、取締役全員６名は、任期満了となります。

　つきましては、グループ経営体制強化のため、取締役８名の選任をお願

いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

※
１

わた

渡
なべ

部
 

　
あきら

晃

(昭和34年７月22日生)

昭和58年４月　株式会社日本長期信用銀行（現
株式会社新生銀行）入行

平成15年７月　同行マーケッツ部部長
平成15年11月　同行資金部部長兼キャピタルマ

ーケッツ部部長
平成17年11月　同行ＩＢ業務管理部部長
平成18年４月　同行監査委員会事務局部長
平成21年１月　同行財務部門部長
平成22年６月　同行常勤監査役
平成23年６月　同行常務執行役員金融市場部門

長
平成25年６月　シンキ株式会社常勤監査役
平成25年６月　新生フィナンシャル株式会社常

勤監査役
平成28年４月　株式会社新生銀行執行役員個人

担当（現任）
平成28年４月　新生フィナンシャル株式会社取

締役（現任）
平成28年４月　当社顧問（現任）

（重要な兼職の状況）
 株式会社新生銀行執行役員個人担当
 新生フィナンシャル株式会社取締役

普通株式
0株

２

わた

渡
なべ

邉
まさ

昌
はる

治

(昭和33年３月17日生)

昭和55年４月　株式会社日本長期信用銀行（現
株式会社新生銀行）入行

平成14年５月　同行ＩＢ業務管理部部長
平成16年４月　同行ＩＢ業務管理部長
平成17年５月　昭和リース株式会社執行役員人

事部長
平成21年６月　同社取締役兼常務執行役員人事

総務部長兼人事グループマネー
ジャー

平成22年９月　株式会社新生銀行執行役員人事
部担当

平成22年12月　同行執行役員人事部長
平成23年４月　当社副社長執行役員
平成23年５月　当社副社長執行役員グループ人

事・グループ管理担当
平成23年６月　当社代表取締役副社長グループ

人事・グループ管理担当（現任）
（重要な兼職の状況）

株式会社アプラス代表取締役副社長
株式会社アプラスパーソナルローン代表取締役副社長

普通株式
21,000株

（ 33 ）

取締役選任議案
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候補者
番　号

氏　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

３

おく

奥
だ

田
しょう

正
いち

一

(昭和34年10月２日生)

昭和57年４月　当社入社
平成17年３月　当社企業戦略部長
平成18年６月　当社関西営業部長
平成19年１月　当社商品部長
平成19年６月　当社執行役員商品部長
平成20年５月　当社執行役員マーケティング部

門副部門長兼ハウジングファイ
ナンス部長

平成21年９月　当社執行役員マーケティング本
部長兼個人ファイナンス部長

平成22年４月　株式会社アプラス執行役員マー
ケティング本部長兼個人ファイ
ナンス部長

平成22年７月　同社執行役員最高事業責任者
（CBO）事業部門担当個人ファイ
ナンス部長

平成23年２月　同社執行役員最高事業責任者
（CBO）事業部門企画担当

平成23年５月　同社執行役員事業部門長事業部
門企画担当

平成23年６月　当社取締役グループ事業担当
（現任）

（重要な兼職の状況）
株式会社アプラス取締役
株式会社アプラスパーソナルローン取締役
アルファ債権回収株式会社取締役
メイプル保険サービス株式会社代表取締役社長

普通株式
53,000株

４

やま

山
した

下
まさ

雅
し

史

(昭和33年10月５日生)

昭和58年４月　株式会社日本長期信用銀行（現
株式会社新生銀行）入行

平成15年10月　同行営業第六部部長
平成17年５月　同行金融法人第二部部長
平成20年６月　同行法人営業本部部長
平成21年９月　同行総合企画部長
平成22年９月　同行執行役員総合企画部長
平成23年４月　同行執行役員チーフオブスタッ

フコーポレートスタッフ部門長
兼金融円滑化推進管理室長

平成23年６月　同行常務執行役員チーフオブス
タッフコーポレートスタッフ部
門長兼金融円滑化推進管理室長

平成25年４月　同行常務執行役員個人部門副部
門長兼コンシューマーファイナ
ンス本部長

平成25年６月　当社取締役（現任）
平成27年４月　株式会社新生銀行常務執行役員

個人部門長兼コンシューマーフ
ァイナンス本部長

平成27年６月　同行常務執行役員個人部門長
平成28年４月　同行常務執行役員特命担当（グ

ループ組織戦略主担当）（現任）
（重要な兼職の状況）

株式会社アプラス取締役
株式会社アプラスパーソナルローン取締役
株式会社新生銀行常務執行役員特命担当（グル
ープ組織戦略主担当）
新生フィナンシャル株式会社取締役

普通株式
0株

（ 34 ）

取締役選任議案
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候補者
番　号

氏　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

※
５

こ

小
ざ

座
の

野
 

　
よし

喜
あき

景

(昭和37年11月1日生)

昭和61年４月　株式会社日本長期信用銀行（現
株式会社新生銀行）入行

平成15年11月　同行クレジットトレーディング
部長

平成18年７月　同行企業再生本部長
平成21年４月　同行プリンシパルトランザクシ

ョンズ本部長
平成23年６月　同行常務執行役員プリンシパル

トランザクションズ本部長
平成27年４月　同行常務執行役員法人部門副部

門長兼プリンシパルトランザク
ションズ本部長

平成27年５月　同行常務執行役員法人部門副部
門長

平成28年４月　同行常務執行役員特命担当（グ
ループ事業戦略主担当）（現任）

（重要な兼職の状況）
株式会社新生銀行常務執行役員特命担当（グル
ープ事業戦略主担当）
新生プリンシパルインベストメンツ株式会社取
締役
新生フィナンシャル株式会社取締役

普通株式
0株

６

し

清
みず

水
てつ

哲
ろう

朗

(昭和42年10月11日生)

平成２年４月　株式会社日本長期信用銀行（現
株式会社新生銀行）入行

平成18年２月　楽天株式会社入社
平成22年１月　楽天Edy株式会社取締役事業統

括部担当
平成23年９月　同社取締役常務執行役員
平成24年３月　株式会社新生銀行入行

リテール業務部部長
平成24年４月　同行顧客開発部長
平成25年４月　同行リテールバンキング本部長

兼顧客開発部長
平成27年５月　同行執行役員リテールバンキン

グ本部長
平成27年６月　同行執行役員個人営業本部長
平成27年６月　当社取締役（現任）
平成28年４月　株式会社新生銀行常務執行役員

個人総括兼グループ事業戦略副
担当（現任）

（重要な兼職の状況）
株式会社アプラス取締役
株式会社アプラスパーソナルローン取締役
株式会社新生銀行常務執行役員個人総括兼グル
ープ事業戦略副担当
新生フィナンシャル株式会社取締役

普通株式
0株

（ 35 ）

取締役選任議案
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候補者
番　号

氏　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

※
７

すぎ

杉
え

江 　
りく

陸

(昭和46年７月13日生)

平成６年４月　株式会社富士銀行（現株式会社
みずほ銀行）入行

平成12年10月　アクセンチュア株式会社金融サ
ービス業本部戦略グループシニ
ア・コンサルタント

平成17年９月　アクセンチュア株式会社金融サ
ービス業本部戦略グループシニ
ア・マネジャー

平成18年12月　ＧＥコンシューマー・ファイナ
ンス株式会社クオリティ部マス
ター・ブラックベルト

平成20年９月　新生フィナンシャル株式会社　
総合企画室長

平成23年４月　同社執行役員総合企画室長
平成24年２月　同社執行役員総合企画室長兼リ

スクマネジメント部門長代行
平成24年６月　同社代表取締役社長兼CEO（現

任）
（重要な兼職の状況）

新生フィナンシャル株式会社代表取締役社長兼
CEO

普通株式
0株

８

うち

内
かわ

川
はる

治
や

哉

(昭和45年10月31日生)

平成10年４月　弁護士登録　大阪弁護士会入会
御堂筋法律事務所入所

平成14年12月　東京弁護士会へ登録換え
平成15年１月　弁護士法人御堂筋法律事務所東

京事務所所属
平成17年１月　弁護士法人御堂筋法律事務所パ

ートナー（現任）
平成18年６月　株式会社長谷工コーポレーショ

ン社外監査役
平成26年６月　当社取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー

普通株式
0株

　(注) 1.　※は新任候補者であります。
2.　取締役候補者のうち、当社との間に特別の利害関係を有する者は次のとおり

であります。
　　　候補者杉江陸氏は、当社の親会社である新生フィナンシャル株式会社の代

表取締役社長を兼務しており、同社は一部の個人ローンに関する事業におい
て、当社グループと競業関係にあります。

3.　各取締役候補者の過去５年間及び現在における、当社の親会社である新生フ
ィナンシャル株式会社、その親会社である株式会社新生銀行、同行の子会社
であるシンキ株式会社及び新生プリンシパルインベストメンツ株式会社で
の業務執行者としての地位及び担当は、「略歴、当社における地位、担当
（重要な兼職の状況）」に記載のとおりであります。

4.　取締役候補者内川治哉氏は社外取締役候補者であります。
5.　社外取締役候補者の選任理由について

　内川治哉氏につきましては、弁護士としての法曹界における経験・知見を
活かした助言・提言を当社の経営に反映し、当社とは独立した立場から監督
していただくため選任をお願いするものであります。
　内川治哉氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与
された経験はありませんが、上記の理由により、その職務を適切に遂行でき
るものと判断し、選任をお願いするものであります。

6.　内川治哉氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての
在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。

（ 36 ）
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7.　当社は、内川治哉氏との間で会社法第427条第１項に基づき、会社法第423条
第１項に関する責任について、責任限度を会社法第425条第１項に定める最
低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。同氏の再任が承認
された場合には、同氏との当契約を継続する予定であります。

8.　当社は、内川治哉氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし
て届け出ており、本議案が承認可決され、同氏が就任した場合、引き続き独
立役員として同取引所に届け出る予定であります。

9.　会社法施行規則第74条に定める、取締役の選任に関する議案に記載すべき事
項につきましては、上記の他に特記すべき事項はありません。

（ 37 ）

取締役選任議案



2016/05/25 21:15:28 / 15172813_株式会社アプラスフィナンシャル_招集通知

第３号議案　監査役１名選任の件

　本総会終結の時をもって、監査役中村純也氏が辞任により退任されます

ので、その補欠として、監査役１名の選任をお願いするものであります。

　なお、候補者冨田昌義氏は、監査役中村純也氏の補欠として選任される

ことになりますので、その任期は当社定款の規定により退任した同監査役

の任期の満了する時までとなります。

　また、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ておりま

す。

　監査役候補者は、次のとおりであります。

氏　　　名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

とみ

冨
た

田
まさ

昌
よし

義

(昭和39年６月８日生)

昭和63年４月　株式会社日本長期信用銀行（現
株式会社新生銀行）入行

平成17年５月　同行リテール業務部部長
平成18年９月　同行リテール業務部長
平成24年２月　同行リテール業務部長兼リテー

ル人材開発部長
平成27年５月　同行執行役員リテール業務部長

兼リテール人材開発部長
平成27年６月　同行執行役員個人企画本部長
平成28年４月　同行執行役員個人担当兼個人企

画部長（現任）
（重要な兼職の状況）

新生フィナンシャル株式会社監査役

普通株式
0株

　(注) 1.　監査役候補者は新任候補者であります。

2.　冨田昌義氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

3.　冨田昌義氏の過去５年間及び現在における、当社の親会社である新生フィナ

ンシャル株式会社、その親会社である株式会社新生銀行での業務執行者とし

ての地位は、｢略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）」に記載のと

おりであります。

4.　会社法施行規則第76条に定める、監査役の選任に関する議案に記載すべき事

項につきましては、上記の他に特記すべき事項はありません。

（ 38 ）
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第４号議案　補欠監査役１名選任の件

　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補

欠監査役１名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ておりま

す。

　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏　　　名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

いし

石
い

井
ひろ

浩
し

史

(昭和37年２月23日生)

昭和59年４月　株式会社日本長期信用銀行（現
株式会社新生銀行）入行

平成９年４月　同行東京営業第四部次長
平成11年９月　同行審査部次長
平成12年９月　同行審査業務部次長
平成14年６月　同行仙台営業部次長
平成14年12月　株式会社エクイオン（現新生プ

ロパティファイナンス株式会
社）営業部付部長

平成15年４月　同社業務部部長
平成21年３月　新生プロパティファイナンス株

式会社業務部グループリーダー
平成21年６月　同社取締役（現任）

普通株式
0株

　(注) 1.　補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2.　会社法施行規則第76条に定める、監査役の選任に関する議案に記載すべき事

項につきましては、上記の他に特記すべき事項はありません。

以　上

（ 39 ）

補欠監査役選任議案



2016/05/25 21:15:28 / 15172813_株式会社アプラスフィナンシャル_招集通知

普通株主様による種類株主総会参考書類
議案及び参考事項

議　　案　定款一部変更の件
１．提案の理由

当社は発行する優先株式の一部について、平成27年11月、当社定款の規
定に基づき金銭を対価として取得いたしました。残存する優先株式につき
ましても、当社グループの業績の安定化や自己資本の積み上がりの状況な
どを慎重に見極めた上で、柔軟に処理を進めていく方針としております。
今回の定款変更は、今後の優先株式の処理に備え、より機動的に実施す

ることを目的とするもので、金銭を対価として取得する場合における取得
価格の算出に用いる市場金利の参照日を明確にすることや、定款の規定に
基づき当社が優先株式を取得する際の株主様へのご通知期間の短縮、その
他軽微な語句の修正を行うものであります。
なお、本議案は、定時株主総会において「定款一部変更の件」が承認さ

れること、ならびに、Ｂ種優先株主様、Ｄ種優先株主様、Ｇ種優先株主様
及びＨ種優先株主様による各種類株主総会において「定款一部変更の件」
が承認されることを条件とします。

２. 変更の内容
　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所）

現 行 定 款 変 更 定 款 案

第２章の２　優先株式 第２章の２　優先株式

第12条の２（Ｄ種優先株式） 第12条の２（Ｄ種優先株式）

（省略） （現行のとおり）

（ 40 ）
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現 行 定 款 変 更 定 款 案

（Ｄ種優先配当金） （Ｄ種優先配当金）

１.　当会社は、第38条に定める期末配

当を行う場合、毎事業年度末日の

最終の株主名簿に記載又は記録さ

れているＤ種優先株式を有する株

主（以下「Ｄ種優先株主」とい

う。）又はＤ種優先株式の登録株

式質権者（以下「Ｄ種優先登録株

式質権者」という。）に対し、普

通株主若しくは普通株式の登録株

式質権者、Ｂ種優先株主若しくは

Ｂ種優先登録株式質権者、又は当

会社の発行するその他のいかなる

種類の株式（ただし、Ｇ種優先株

式及びＨ種優先株式を除く。以下

上記普通株式及び各種類株式を総

称して「Ｄ種優先株式に劣後する

株式」という。）に先立ち、本項

第４号の金額の期末配当（以下「Ｄ

種優先配当金」という。）を行う。

１.　当会社は、第38条第１項に定める

期末配当を行う場合、毎事業年度

末日の最終の株主名簿に記載又は

記録されているＤ種優先株式を有

する株主（以下「Ｄ種優先株主」

という。）又はＤ種優先株式の登

録株式質権者（以下「Ｄ種優先登

録株式質権者」という。）に対し、

普通株主若しくは普通登録株式質

権者、Ｂ種優先株主若しくはＢ種

優先登録株式質権者、又は当会社

の発行するその他のいかなる種類

の株式（ただし、Ｇ種優先株式及

びＨ種優先株式を除く。以下上記

普通株式及び各種類株式を総称し

て「Ｄ種優先株式に劣後する株

式」という。）に先立ち、本項第

４号の金額の期末配当（以下「Ｄ

種優先配当金」という。）を行う。

②　 当会社は、第38条に定める中間配

当を行う場合、Ｄ種優先株式に劣

後する株式の株主及び登録株式質

権者に先立ち、１株につきＤ種優

先配当金の２分の１に相当する額

の中間配当（以下「Ｄ種優先中間

配当金」という。）を行う。

②　 当会社は、第38条第２項に定める

中間配当を行う場合、毎年９月30

日の最終の株主名簿に記載又は記

録されているＤ種優先株主又はＤ

種優先株式の登録株式質権者に対

し、Ｄ種優先株式に劣後する株式

の株主及び登録株式質権者に先立

ち、１株につきＤ種優先配当金の

２分の１に相当する額の中間配当

（以下「Ｄ種優先中間配当金」と

いう。）を行う。

③　　　　　　（省略） ③　　　　（現行のとおり）

④　 2005年３月31日に終了する事業年

度に関しては、１株につきＤ種優

先配当金として2,000円（以下「Ｄ

種清算価値」という。）に４％を

乗じた金額に、当該Ｄ種優先株式

の発行日（同日を含む。）から2005

年３月31日（同日を含む。）まで

の実日数で日割計算（365日）して

算出された金額を支払う。

④　 2005年３月31日に終了する事業年

度に関しては、１株につきＤ種優

先配当金として2,000円（以下「Ｄ

種清算価値」という。）に４％を

乗じた金額に、当該Ｄ種優先株式

の発行日（同日を含む。）から2005

年３月31日（同日を含む。）まで

の実日数で日割計算（365日）して

算出された金額を支払う。

（ 41 ）
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現 行 定 款 変 更 定 款 案

2005年４月１日（同日を含む。）

から2012年３月31日（同日を含

む。）までの間に終了する各事業

年度に関しては、１株につきＤ種

優先配当金として、Ｄ種優先株主

又はＤ種優先登録株式質権者に対

して、Ｄ種清算価値と累積未払配

当金額との合計額の４％に相当す

る額を支払うものとする。

2005年４月１日（同日を含む。）

から2012年３月31日（同日を含

む。）までの間に終了する各事業

年度に関しては、１株につきＤ種

優先配当金として、Ｄ種優先株主

又はＤ種優先登録株式質権者に対

して、Ｄ種清算価値と累積未払配

当金額との合計額の４％に相当す

る額を支払うものとする。

2012年４月１日（同日を含む。）

から2019年３月31日（同日を含

む。）までの間に終了する各事業

年度（ただし、2013年３月31日（同

日を含む。）に終了する事業年度

を除く。）に関しては、１株につ

きＤ種優先配当金として、Ｄ種優

先株主又はＤ種優先登録株式質権

者に対して、Ｄ種清算価値に1.5％

を乗じて算出される額に相当する

金銭を支払うものとする。

2012年４月１日（同日を含む。）

から2019年３月31日（同日を含

む。）までの間に終了する各事業

年度（ただし、2013年３月31日（同

日を含む。）に終了する事業年度

を除く。）に関しては、１株につ

きＤ種優先配当金として、Ｄ種優

先株主又はＤ種優先登録株式質権

者に対して、Ｄ種清算価値に1.5％

を乗じて算出される額に相当する

金銭を支払うものとする。

2013年３月31日（同日を含む。）

に終了する事業年度に関しては、

１株につきＤ種優先配当金とし

て、Ｄ種優先株主又はＤ種優先登

録株式質権者に対して、Ｄ種清算

価値に2.313％を乗じて算出され

る額に相当する金銭を支払うもの

とする。

2013年３月31日（同日を含む。）

に終了する事業年度に関しては、

１株につきＤ種優先配当金とし

て、Ｄ種優先株主又はＤ種優先登

録株式質権者に対して、Ｄ種清算

価値に2.313％を乗じて算出され

る額に相当する金銭を支払うもの

とする。

2019年４月１日以降に終了する各

事業年度に関しては、１株につき

Ｄ種優先配当金として、Ｄ種優先

株主又はＤ種優先登録株式質権者

に対して、Ｄ種清算価値にＤ種優

先株式増加配当率（以下に定義）

を乗じて算出される額に相当する

金額を支払うものとする。

2019年４月１日以降に終了する各

事業年度に関しては、１株につき

Ｄ種優先配当金として、Ｄ種優先

株主又はＤ種優先登録株式質権者

に対して、Ｄ種清算価値にＤ種優

先株式増加配当率（以下に定義）

を乗じて算出される額に相当する

金額を支払うものとする。

（ 42 ）
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現 行 定 款 変 更 定 款 案

「Ｄ種優先株式増加配当率」の定

義は、（ⅰ）直近の４月１日及び

10月１日（ただし、該当日がロン

ドンにおいて銀行間ユーロ通貨市

場が開かれており、銀行が営業を

行っている日であり、かつ関連す

るレートが取得可能な日（以下、

本項において「ロンドン営業日」

という。）でない場合には翌ロン

ドン営業日）のロンドン時間午前

11時現在のユーロ円６ヶ月物ロン

ドン・インター・バンク・オファ

ード・レート（ユーロ円LIBOR６ヶ

月物（360日ベース））として

Telerate Systemsスクリーン3750

ページ（又はその承継ページ）に

表示される各数値の平均値、（ⅱ）

1.5％からＤ種優先株式条件変更

日（以下に定義）の２東京営業日

（東京において、銀行が営業を行

っている日をいう。以下同じ。）

前の東京時間午前10時現在の東京

スワップ・レファレンスレート

（T.S.R.）としてTelerate 

Systemsスクリーン17143ページ

（又はその承継ページ）に表示さ

れる期間７年に対応するスワッ

プ・レート（当日の東京時間午前

10時現在の東京スワップ・レファ

レンスレート（T.S.R.）を取得で

きない場合には、当該レートを取

得できる直後の東京営業日におけ

る当該レートとする。）（以下か

かるスワップ・レートを「Ｄ種発

行日スワップ・レート」という。）

を差し引いた率及び（ⅲ）1.5％を

合計した率とする。Ｄ種優先株式

増加配当率は％未満小数第４位ま

で算出し、その小数第４位を四捨

五入する。

「Ｄ種優先株式増加配当率」の定

義は、（ⅰ）直前の４月１日及び

10月１日（ただし、該当日がロン

ドンにおいて銀行間ユーロ通貨市

場が開かれており、銀行が営業を

行っている日であり、かつ関連す

るレートが取得可能な日（以下、

本項において「ロンドン営業日」

という。）でない場合には翌ロン

ドン営業日）のロンドン時間午前

11時現在のユーロ円６ヶ月物ロン

ドン・インター・バンク・オファ

ード・レート（ユーロ円LIBOR６ヶ

月物（360日ベース））として

Telerate Systemsスクリーン3750

ページ（又はその承継ページ）に

表示される各数値の平均値、（ⅱ）

1.5％からＤ種優先株式条件変更

日（以下に定義）の２東京営業日

（東京において、銀行が営業を行

っている日をいう。以下同じ。）

前の東京時間午前10時現在の東京

スワップ・レファレンスレート

（T.S.R.）としてTelerate 

Systemsスクリーン17143ページ

（又はその承継ページ）に表示さ

れる期間７年に対応するスワッ

プ・レート（当日の東京時間午前

10時現在の東京スワップ・レファ

レンスレート（T.S.R.）を取得で

きない場合には、当該レートを取

得できる直後の東京営業日におけ

る当該レートとする。）（以下か

かるスワップ・レートを「Ｄ種発

行日スワップ・レート」という。）

を差し引いた率及び（ⅲ）1.5％を

合計した率とする。Ｄ種優先株式

増加配当率は％未満小数第４位ま

で算出し、その小数第４位を四捨

五入する。

（非累積条項） （非累積条項）

２.　ある事業年度において、Ｄ種優先

株主又はＤ種優先登録株式質権者

に対して支払う剰余金の配当の額

がＤ種優先配当金の額に達しない

場合、その不足額は翌事業年度以

降に累積しないものとする。

２.　ある事業年度において、Ｄ種優先

株主又はＤ種優先登録株式質権者

に対して支払う剰余金の配当の額

がＤ種優先配当金の額に達しない

場合、その不足額は翌事業年度以

降に累積しない。
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（非参加条項） （非参加条項）

３.　Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録株

式質権者に対しては、Ｄ種優先配

当金を超えて配当はしない。

３.　Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録株

式質権者に対しては、Ｄ種優先配

当金を超えて配当は行わない。

（残余財産の分配） （残余財産の分配）

４.　当会社の残余財産を分配するとき

は、Ｄ種優先株式に劣後する株式

の株主若しくは登録株式質権者に

先立ち、Ｄ種優先株主又はＤ種優

先登録株式質権者に対し、Ｄ種優

先株式１株につき（ⅰ）Ｄ種清算

価値、（ⅱ）Ｄ種最終配当金額（以

下に定義）、及び（ⅲ）2019年３

月31日以前に残余財産の分配が行

われる場合には、Ｄ種早期取得費

（以下に定義）を合計した額に相

当する額を支払う。ただし、本項

の目的上、Ｄ種最終配当金額及び

Ｄ種早期取得費の定義中、「取得

日」を「残余財産の分配が行われ

る日」と読み替えるものとする。

４.　当会社の残余財産を分配するとき

は、Ｄ種優先株式に劣後する株式

の株主若しくは登録株式質権者に

先立ち、Ｄ種優先株主又はＤ種優

先登録株式質権者に対し、Ｄ種優

先株式１株につき（ⅰ）Ｄ種清算

価値、（ⅱ）Ｄ種最終配当金額（本

条第10項において定義）、及び

（ⅲ）2019年３月31日以前に残余

財産の分配が行われる場合には、

Ｄ種早期取得費（本条第10項にお

いて定義）を合計した額に相当す

る額を支払う。ただし、本項の目

的上、Ｄ種最終配当金額及びＤ種

早期取得費の定義中、「取得日」

を「残余財産の分配が行われる

日」と読み替えるものとする。

②　　　　　　（省略） ②　　　　（現行のとおり）

（議　決　権） （議　決　権）

５.　Ｄ種優先株主は、株主総会におい

て議決権を有しない。ただし、Ｄ

種優先株主は、定時株主総会に優

先配当金の支払いを受ける旨の議

案が提出されないときはその総会

のときから、その議案がその定時

株主総会において否決されたとき

はその総会の終結のときから、優

先配当金の支払いを受ける旨の決

議がなされるときまでＤ種優先株

式100株あたり１議決権を有す

る。

５.　Ｄ種優先株主は、株主総会におい

て議決権を有しない。ただし、Ｄ

種優先株主は、定時株主総会にＤ

種優先配当金の支払いを受ける旨

の議案が提出されないときは当該

総会の時から、Ｄ種優先配当金の

支払いを受ける旨の議案が定時株

主総会において否決されたときは

当該総会の終結の時から、Ｄ種優

先配当金の支払いを受ける旨の決

議がなされる時までＤ種優先株式

100株あたり１議決権を有する。

（株式の併合又は分割、新株引受権

等の付与）

（株式の併合又は分割、募集株式又

は募集新株予約権の割当て等）

６.　　　　　 （省略） ６.　　　 （現行のとおり）

②　 当会社は、Ｄ種優先株主に対し、

新株の引受権又は新株予約権若し

くは新株予約権付社債の引受権を

与えない。

②　 当会社は、Ｄ種優先株主に対し、

募集株式又は募集新株予約権の割

当てを受ける権利を与えず、また

株式無償割当て又は新株予約権無

償割当ては行わない。

７.　　　　　 （省略） ７.　　　 （現行のとおり）

（Ｄ種優先株式の取得請求権及び引

換えに交付される普通株式）

（Ｄ種優先株式の取得請求権及び引

換えに交付される普通株式）
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８.　　　　　 （省略） ８.　　　 （現行のとおり）

②　　　　　　（省略） ②　　　　（現行のとおり）

（１）　　　　　（省略） （１）　　　（現行のとおり）

（２） Ｄ種優先株式交付価額の調整 （２） Ｄ種優先株式交付価額の調整

（イ） 下記の公式で計算するとＤ種優先

株式交付価額が下落することとな

る対価で、当会社が普通株式を発

行若しくは交付した、あるいは本

号（２）（ロ）に従い発行若しく

は交付したとみなされるときには

いつでも（株式分割の場合はこれ

に含まれるが、発行済みの新株予

約権、普通株式の交付と引換えに

取得される証券（権利）若しくは

取得させることができる証券（権

利）、その他同様の権利を行使し

た時点での普通株式の発行は除外

される。）、Ｄ種優先株式交付価

額の計算に先立ち、Ｄ種優先株式

交付価額は以下のように引き下げ

られるものとする（以下「調整後

Ｄ種優先株式交付価額」とい

う。）。調整後Ｄ種優先株式交付

価額は円位未満小数第２位まで算

出し、その小数第２位を四捨五入

する。

（イ） 下記の算式で計算するとＤ種優先

株式交付価額が下落することとな

る対価で、当会社が普通株式を発

行若しくは交付した、あるいは本

号（２）（ロ）に従い発行若しく

は交付したとみなされるときには

いつでも（株式分割の場合はこれ

に含まれるが、発行済みの新株予

約権、普通株式の交付と引換えに

取得される証券（権利）若しくは

取得させることができる証券（権

利）、その他同様の権利を行使し

た時点での普通株式の発行は除外

される。）、Ｄ種優先株式交付価

額の計算に先立ち、Ｄ種優先株式

交付価額は以下のように引き下げ

られるものとする（以下「調整後

Ｄ種優先株式交付価額」とい

う。）。調整後Ｄ種優先株式交付

価額は円位未満小数第２位まで算

出し、その小数第２位を四捨五入

する。

発行又は
交付前のみなし

発行済み
普通株式数

＋

当会社の
受領対価

調整後
Ｄ種優先
株式

交付価額

＝
調整前
Ｄ種優先
株式

交付価額

×
時価

発行又は交付後のみなし
発行済み普通株式数

発行又は
交付前のみなし

発行済み
普通株式数

＋

当会社の
受領対価

調整後
Ｄ種優先
株式

交付価額

＝
調整前
Ｄ種優先
株式

交付価額

×
時価

発行又は交付後のみなし
発行済み普通株式数
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「みなし発行済み普通株式数」と

は、完全希薄化後の発行済み普通

株式数（普通株式を対象とする新

株予約権、普通株式の交付と引換

えに取得される証券（権利）若し

くは取得させることができる証

券（権利）、その他同様の権利が

すべて、当時は行使可能だったも

のとして計算される。）を意味す

るものとするが、当会社あるいは

その完全子会社の勘定で所有あ

るいは保有されている普通株式

は一切含まれないものとする。

上記算式における「みなし発行済

み普通株式数」とは、当該時点に

おいて、当会社の普通株式を対象

とする新株予約権、当会社の普通

株式の交付と引換えに取得され

る証券（権利）若しくは取得させ

ることができる証券（権利）、又

はその他同様の権利がすべて行

使されたと仮定した場合（当該証

券又は権利が当該時点において

行使可能であるとして計算する

ものとする。）における発行済み

普通株式数を意味する。ただ

し、当会社又はその完全子会社の

勘定で所有又は保有されている

当会社の普通株式は一切含まれ

ないものとして計算する。

「当会社の受領対価」とは、該当

する当会社の普通株式の発行若

しくは交付により、当会社の普通

株式の対価として当会社が受け

取った、あるいは受け取ることに

なっている現金の額、及び現金以

外の対価の公正な時価の合計額

を、さらに、普通株式を対象とす

る新株予約権、普通株式の交付と

引換えに取得される証券（権利）

若しくは取得させることができ

る証券（権利）、その他同様の権

利を発行若しくは交付した場合

には、それらの行使により、当会

社が受け取った、あるいは受け取

ることになっている現金の額、及

び現金以外の対価の公正な時価

の合計額を意味するものとす

る。

上記算式における「当会社の受領

対価」とは、該当する当会社の普

通株式の発行若しくは交付によ

り、当会社の普通株式の対価とし

て当会社が受け取った、あるいは

受け取ることになっている現金

の額、及び現金以外の対価の公正

な時価の合計額を、さらに、普通

株式を対象とする新株予約権、普

通株式の交付と引換えに取得さ

れる証券（権利）若しくは取得さ

せることができる証券（権利）、

その他同様の権利を発行若しく

は交付した場合には、それらの行

使により、当会社が受け取った、

あるいは受け取ることになって

いる現金の額、及び現金以外の対

価の公正な時価の合計額を意味

する。
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「時価」とは、（ⅰ）普通株式が

市場で取引されている場合に

は、調整後Ｄ種優先株式交付価額

を適用する日に先立つ45取引日

に始まる30取引日の東京証券取

引所における普通株式の毎日の

１株当たり終値（気配表示を含

む。）の単純平均価格（終値のな

い日は除く。）、（ⅱ）普通株式

が市場で取引されていない場合

には、当会社の取締役会が誠意を

もって決定する普通株式の公正

な時価を意味するものとする。

単純平均価格は円位未満小数第

２位まで計算され、その小数第２

位は四捨五入される。

上記算式における「時価」とは、

（ⅰ）当会社の普通株式が市場で

取引されている場合には、調整後

Ｄ種優先株式交付価額を適用す

る日に先立つ45取引日に始まる

30取引日の東京証券取引所にお

ける普通株式の毎日の１株当た

り終値（気配表示を含む。）の単

純平均価格（終値のない日は除

く。）、（ⅱ）普通株式が市場で

取引されていない場合には、当会

社の取締役会が誠意をもって決

定する普通株式の公正な時価を

意味する。単純平均価格は円位

未満小数第２位まで計算され、そ

の小数第２位は四捨五入され

る。

（ロ） 新株予約権の発行 （ロ） 新株予約権等の発行

当会社が普通株式を対象とする

新株予約権、普通株式の交付と引

換えに取得される証券（権利）若

しくは取得させることができる

証券（権利）、その他同様の権利

を発行、若しくは交付する場合、

かかる発行若しくは交付を、当該

新株予約権、普通株式の交付と引

換えに取得される証券（権利）若

しくは取得させることができる

証券（権利）、又はその他同様の

権利を行使により発行可能若し

くは交付可能な普通株式の発行

若しくは交付であるとみなし、こ

れらの権利により当初条件に従

い発行若しくは交付可能な数の

当会社の普通株式が、かかる新株

予約権、普通株式の交付と引換え

に取得される証券（権利）若しく

は取得させることができる証券

（権利）、又はその他同様の権利

の発行日若しくは交付日に発行

若しくは交付されたものとみな

す。

当会社が当会社の普通株式を対

象とする新株予約権、普通株式の

交付と引換えに取得される証券

（権利）若しくは取得させること

ができる証券（権利）、その他同

様の権利を発行、若しくは交付す

る場合、かかる発行若しくは交付

を、当該新株予約権、当会社の普

通株式の交付と引換えに取得さ

れる証券（権利）若しくは取得さ

せることができる証券（権利）、

又はその他同様の権利を行使に

より発行可能若しくは交付可能

な当会社の普通株式の発行若し

くは交付であるとみなし、これら

の権利により当初条件に従い発

行若しくは交付可能な数の当会

社の普通株式が、かかる新株予約

権、普通株式の交付と引換えに取

得される証券（権利）若しくは取

得させることができる証券（権

利）、又はその他同様の権利の発

行日若しくは交付日に発行若し

くは交付されたものとみなされ

る。
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（ハ） 株式分割 （ハ） 株式分割

株式分割によって普通株式が発

行された場合、上記Ｄ種優先株式

交付価額の調整に関しては、かか

る株式分割により株式を取得す

る株主を定めるための基準日（基

準日を定めない場合には効力発

生日）の翌日に当該普通株式が発

行されたものとみなされるもの

とする。

当会社の普通株式の分割がなさ

れた場合、上記Ｄ種優先株式交付

価額の調整に関しては、かかる株

式分割により株式を取得する株

主を定めるための基準日（基準日

を定めない場合には効力発生

日）の翌日に当該普通株式が発行

されたものとみなされるものと

する。

（ニ） 配当その他の分配 （ニ） 配当その他の分配

当会社が、普通株式に関し、配当

を支払若しくは普通株主に対し

てそのほかの分配を行った場合

（ただし、本項において該当しな

いとされる株式分割及び株式配

当を除く。）、Ｄ種優先株式交付

価額はかかる配当の１株あたり

金額（若しくは現金以外による配

当若しくは分配の場合におい

て、当会社の取締役会で合理的に

決定された当該配当及び分配の

１株あたりの公正市場価格）に相

当する額を減額する。

当会社が、当会社の普通株式に関

し、配当を支払い又は普通株主に

対してそのほかの分配を行った

場合（ただし、本項において該当

しないとされる株式分割及び株

式配当を除く。）、Ｄ種優先株式

交付価額は、かかる配当の１株あ

たり金額（又は現金以外による配

当若しくは分配の場合におい

て、当会社の取締役会で合理的に

決定された当該配当及び分配の

１株あたりの公正市場価格）に相

当する額を減額する。

（ホ） その他取締役会が定める調整 （ホ） その他取締役会が定める調整

本項（２）（イ）乃至（ニ）で規

定されている調整に加え、（ⅰ）

合併、減資、自己株式の取得、普

通株式の併合、（ⅱ）普通株式数

の変更、あるいは普通株式数の変

更の可能性を生じさせる事由の

発生、（ⅲ）Ｄ種優先株式交付価

額を調整すべき事由が２つ以上

相接して発生し、一方の事由に基

づく調整後Ｄ種優先株式交付価

額の算出に関して使用すべき時

価が、他方の事由によって影響さ

れているとみなされる場合のう

ちいずれかが発生した場合に

は、当会社の取締役会が適当と判

断するＤ種優先株式交付価額に

調整されるものとする。

本項（２）（イ）乃至（ニ）で規

定されている調整に加え、（ⅰ）

合併、資本金の額の減少、自己株

式の取得、普通株式の併合、（ⅱ）

普通株式数の変更、若しくは普通

株式数の変更の可能性を生じさ

せる事由の発生、又は（ⅲ）Ｄ種

優先株式交付価額を調整すべき

事由が２つ以上相接して発生

し、一方の事由に基づく調整後Ｄ

種優先株式交付価額の算出に関

して使用すべき時価が、他方の事

由によって影響されているとみ

なされる場合のうちいずれかが

発生した場合には、当会社の取締

役会が適当と判断するＤ種優先

株式交付価額に調整されるもの

とする。
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（へ） 解釈 （へ） 解釈

この本項に不明瞭な点がある場

合、又はＤ種優先株式交付価額が

調整されることとされていない

何らかの事由に関連して当会社

の取締役会がＤ種優先株式交付

価額を調整することが公正であ

ると誠意をもって考える場合、当

会社の取締役会は、この本項の目

的に照らし、公平かつ均衡である

と妥当に判断したときにＤ種優

先株式交付価額を調整する権利

を有するものとする。

本項に不明瞭な点がある場合、又

はＤ種優先株式交付価額が調整

されることとされていない何ら

かの事由に関連して当会社の取

締役会がＤ種優先株式交付価額

を調整することが公正であると

誠意をもって考える場合、当会社

の取締役会は、本項の目的に照ら

し、公平かつ均衡であると妥当に

判断したときにＤ種優先株式交

付価額を調整する権利を有する

ものとする。

（当会社の普通株式を対価とする取

得条項）

（当会社の普通株式を対価とする取

得条項）

９.　当会社は、2015年６月１日（同日

を含む。）から2017年５月31日（同

日を含む。）までの期間、当会社

の取締役会決議により定める日を

もって、Ｄ種優先株主及びＤ種優

先登録株式質権者に対して35日以

上90日以内に事前通知を行った上

で、発行済みＤ種優先株式の全部

又は一部を取得し、当該取得と引

換えにＤ種優先株式のＤ種清算価

値の総額をその時点で有効なＤ種

優先株式交付価額で除した数の当

会社の普通株式を交付することが

できる。ただし、当会社の普通株

式の時価（上記通知の送付日付で

前項第２号（２）（イ）に定める

ところに従い計算されたもの。）

がその時点で有効なＤ種優先株式

交付価額の150％を上回った場合

に限る。また、当該株式数の算出

にあたり１株未満の端数が生じた

場合には、会社法第234条に定める

方法によりこれを取り扱う。

９.　当会社は、2015年６月１日（同日

を含む。）から2017年５月31日（同

日を含む。）までの期間、当会社

の取締役会決議により定める日

（以下本項において「取得日」と

いう。）をもって、発行済みＤ種

優先株式の全部又は一部を取得

し、当該取得と引換えにＤ種優先

株式のＤ種清算価値の総額をその

時点で有効なＤ種優先株式交付価

額で除した数の当会社の普通株式

を交付することができる。ただ

し、当会社の普通株式の時価（上

記通知の送付日付で前項第２号

（２）（イ）に定めるところに従

い計算されたもの。）がその時点

で有効なＤ種優先株式交付価額の

150％を上回った場合に限る。ま

た、当該株式数の算出にあたり１

株未満の端数が生じた場合には、

会社法第234条に定める方法によ

りこれを取り扱う。

（新設） ②　 当会社は、Ｄ種優先株主及びＤ種

優先登録株式質権者に対して、取

得日の２週間前までに、当該取得

日を通知、若しくは公告するもの

とする。

②　 Ｄ種優先株式の一部につき、本項

に基づく取得を行う場合は、按分

比例（端数については抽選）によ

り行う。

③　 Ｄ種優先株式の一部につき、本項

に基づく取得を行う場合は、按分

比例（端数については抽選）によ

り行う。
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（当会社による取得条項） （金銭を対価とする取得条項）

10.　当会社は、いつでも（ただし、2017

年６月１日以降に限る。）、取締

役会の決議により定める日（以下

本項において「取得日」という。）

をもって、Ｄ種優先株主又はＤ種

優先登録株式質権者に対して35日

以上90日以内に事前通知を行った

上で、発行済みＤ種優先株式の全

て若しくは一部を取得し、当該取

得と引換えにＤ種優先株式１株に

つき、Ｄ種優先株式取得価格（以

下に定義）相当額の金銭を交付す

ることができる。

10.　当会社は、いつでも（ただし、2017

年６月１日以降に限る。）、取締

役会の決議により定める日（以下

本項において「取得日」という。）

をもって、発行済みＤ種優先株式

の全て若しくは一部を取得し、当

該取得と引換えにＤ種優先株式１

株につき、Ｄ種優先株式取得価格

（以下に定義）相当額の金銭を交

付することができる。

「Ｄ種優先株式取得価格」は、

（ⅰ）Ｄ種清算価値、（ⅱ）Ｄ種

最終配当金額（以下に定義）及び

（ⅲ）2019年３月31日以前に取得

が行われる場合においては、Ｄ種

早期取得費（以下に定義）を合計

した額に相当する額とする。

「Ｄ種優先株式取得価格」は、

（ⅰ）Ｄ種清算価値、（ⅱ）Ｄ種

最終配当金額（以下に定義）及び

（ⅲ）2019年３月31日以前に取得

が行われる場合においては、Ｄ種

早期取得費（以下に定義）を合計

した額に相当する額とする。

「Ｄ種最終配当金額」とは、（ⅰ）

取得日が2019年３月31日以前に開

始する事業年度に属する場合は、

Ｄ種清算価値に1.5％を乗じた金

額を、取得日の属する事業年度に

おける事業年度初日から取得日

（同日を含む。）までの実日数で

日割計算（365日）した金額、又

は、（ⅱ）取得日が2019年４月１

日以降に開始する事業年度に属す

る場合は、Ｄ種清算価値にその時

点で有効なＤ種優先株式増加配当

率を乗じた金額を、取得日の属す

る事業年度における事業年度初日

から取得日（同日を含む。）まで

の実日数で日割計算（365日）した

金額に相当する金額を意味する。

ただし、上記（ⅰ）又は（ⅱ）で

特定された金額からは、かかるＤ

種最終配当金額が計算される事業

年度において支払われた全てのＤ

種優先中間配当金額が差し引かれ

るものとする。

「Ｄ種最終配当金額」とは、（ⅰ）

取得日が2019年３月31日以前に開

始する事業年度に属する場合は、

Ｄ種清算価値に1.5％を乗じた金

額を、取得日の属する事業年度に

おける事業年度初日から取得日

（同日を含む。）までの実日数で

日割計算（365日）した金額、又

は、（ⅱ）取得日が2019年４月１

日以降に開始する事業年度に属す

る場合は、Ｄ種清算価値にその時

点で有効なＤ種優先株式増加配当

率を乗じた金額を、取得日の属す

る事業年度における事業年度初日

から取得日（同日を含む。）まで

の実日数で日割計算（365日）した

金額に相当する金額を意味する。

ただし、上記（ⅰ）又は（ⅱ）で

特定された金額からは、かかるＤ

種最終配当金額が計算される事業

年度において支払われた全てのＤ

種優先中間配当金額が差し引かれ

るものとする。
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「Ｄ種早期取得費」とは、（ⅰ）

Ｄ種清算価値に、（ⅱ）Ｄ種発行

日スワップ・レートから取得日の

５東京営業日前の東京時間午前10

時現在の東京スワップ・レファレ

ンスレート（T.S.R.）として

Telerate Systemsスクリーン

17143ページ（又はその承継ペー

ジ）に表示される、取得日から2019

年３月31日までの期間（以下、本

項において「取得費計算期間」と

いう。）に対応するスワップ・レ

ート（当日の東京時間午前10時現

在の当該スワップ・レートを取得

できない場合には、当該レートを

取得できる直前の東京営業日にお

ける当該レートとする。）（取得

日が2018年４月１日以降の場合に

は、当該取得日の５ロンドン営業

日前のロンドン時間午前11時現在

のユーロ円ロンドン・インター・

バンク・オファード・レート（円

LIBOR（360日ベース））として、

Telerate Systemsスクリーン3750

ページ（又はその承継ページ）に

表示される、取得費計算期間に対

応する数値とする。）（対応する

期間がない場合は線形補完で計算

したレートとする。）を減じた率

（ただし、かかる計算の結果が０

以下の場合には、当該計算によっ

て得られた率は０とする。）を乗

じた額に、（ⅲ）取得日から2019

年３月31日（同日を含む。）まで

の実日数を乗じ、365で除して得ら

れた額に相当する額とする。な

お、Ｄ種優先株式取得価格、Ｄ種

最終配当金額及びＤ種早期取得費

は円位未満小数第４位まで算出

し、その小数第４位を四捨五入す

る。

「Ｄ種早期取得費」とは、（ⅰ）

Ｄ種清算価値に、（ⅱ）Ｄ種発行

日スワップ・レートから取得日の

20東京営業日前の東京時間午前10

時現在の東京スワップ・レファレ

ンスレート（T.S.R.）として

Telerate Systemsスクリーン

17143ページ（又はその承継ペー

ジ）に表示される、取得日から2019

年３月31日までの期間（以下、本

項において「取得費計算期間」と

いう。）に対応するスワップ・レ

ート（当日の東京時間午前10時現

在の当該スワップ・レートを取得

できない場合には、当該レートを

取得できる直前の東京営業日にお

ける当該レートとする。）（取得

日が2018年４月１日以降の場合に

は、当該取得日の20ロンドン営業

日前のロンドン時間午前11時現在

のユーロ円ロンドン・インター・

バンク・オファード・レート（円

LIBOR（360日ベース））として、

Telerate Systemsスクリーン3750

ページ（又はその承継ページ）に

表示される、取得費計算期間に対

応する数値とする。）（なお、い

ずれの場合も対応する期間がない

場合は線形補完で計算したレート

とする。）を減じた率（ただし、

かかる計算の結果が０以下の場合

には、当該計算によって得られた

率は０とする。）を乗じた額に、

（ⅲ）取得日から2019年３月31日

（同日を含む。）までの実日数を

乗じ、365で除して得られた額に相

当する額とする。ただし、Ｄ種優

先株式取得価格、Ｄ種最終配当金

額及びＤ種早期取得費は円位未満

小数第４位まで算出し、その小数

第４位を四捨五入する。

（新設） ②　 当会社は、Ｄ種優先株主及びＤ種

優先登録株式質権者に対して、取

得日の２週間前までに、当該取得

日を通知、若しくは公告するもの

とする。

（ 51 ）

定款変更議案



2016/05/25 21:15:28 / 15172813_株式会社アプラスフィナンシャル_招集通知

現 行 定 款 変 更 定 款 案

②　 Ｄ種優先株式の一部につき本条に

基づく取得を行う場合は、按分比

例（端数については抽選）により

行う。

③　 Ｄ種優先株式の一部につき本条に

基づく取得を行う場合は、按分比

例（端数については抽選）により

行う。

11.～12.　　　（省略） 11.～12.　（現行のとおり）

第12条の３（Ｇ種優先株式） 第12条の３（Ｇ種優先株式）

（省略） （現行のとおり）

（Ｇ種優先配当金） （Ｇ種優先配当金）

１.　当会社は、第38条に定める期末配

当を行う場合、毎事業年度末日の

最終の株主名簿に記載又は記録さ

れているＧ種優先株式を有する株

主（以下「Ｇ種優先株主」とい

う。）又はＧ種優先株式の登録株

式質権者（以下「Ｇ種優先登録株

式質権者」という。）に対し、毎

事業年度末日の最終の株主名簿に

記載又は記録されている普通株主

若しくは普通登録株式質権者、Ｂ

種優先株主若しくはＢ種優先登録

株式質権者又は当会社の発行する

その他のいかなる種類の株式（た

だし、Ｄ種優先株式及びＨ種優先

株式を除く。以下、上記普通株

式、ならびにＤ種優先株式及びＨ

種優先株式を除く種類株式を総称

して「Ｇ種優先株式に劣後する株

式」という。）を有する株主若し

くはかかる株式の登録株式質権者

に先立ち、本項第２号に定める金

額の期末配当（以下「Ｇ種優先配

当金」という。）を行う。ただし、

本条第４項に定めるＧ種優先中間

配当金が支払われた場合には、本

号のＧ種優先配当金の支払いは、

Ｇ種優先中間配当金を差し引いた

額による。

１.　当会社は、第38条第１項に定める

期末配当を行う場合、毎事業年度

末日の最終の株主名簿に記載又は

記録されているＧ種優先株式を有

する株主（以下「Ｇ種優先株主」

という。）又はＧ種優先株式の登

録株式質権者（以下「Ｇ種優先登

録株式質権者」という。）に対し、

毎事業年度末日の最終の株主名簿

に記載又は記録されている普通株

主若しくは普通登録株式質権者、

Ｂ種優先株主若しくはＢ種優先登

録株式質権者又は当会社の発行す

るその他のいかなる種類の株式

（ただし、Ｄ種優先株式及びＨ種

優先株式を除く。以下、上記普通

株式、ならびにＤ種優先株式及び

Ｈ種優先株式を除く種類株式を総

称して「Ｇ種優先株式に劣後する

株式」という。）を有する株主若

しくはかかる株式の登録株式質権

者に先立ち、本項第２号に定める

金額の期末配当（以下「Ｇ種優先

配当金」という。）を行う。ただ

し、本条第４項に定めるＧ種優先

中間配当金が支払われた場合に

は、本号のＧ種優先配当金の支払

いは、Ｇ種優先中間配当金を差し

引いた額による。
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②　 2008年３月31日に終了する事業年

度の末日を基準日とする期末配当

は行わない。

②　 2008年３月31日に終了する事業年

度の末日を基準日とする期末配当

は行わない。

2008年４月１日（同日を含む。）

から2015年３月31日（同日を含

む。）までの間に終了する各事業

年度の末日を基準日とするものに

関しては、１株につきＧ種優先配

当金として、Ｇ種優先株主又はＧ

種優先登録株式質権者に対して、

2,000円（以下「Ｇ種清算価値」と

いう。）に1.5％を乗じて算出され

る額に相当する金銭を支払うもの

とする。

2008年４月１日（同日を含む。）

から2015年３月31日（同日を含

む。）までの間に終了する各事業

年度の末日を基準日とするものに

関しては、１株につきＧ種優先配

当金として、Ｇ種優先株主又はＧ

種優先登録株式質権者に対して、

2,000円（以下「Ｇ種清算価値」と

いう。）に1.5％を乗じて算出され

る額に相当する金銭を支払うもの

とする。

2015年４月１日以降に終了する各

事業年度の末日を基準日とするも

のに関しては、１株につきＧ種優

先配当金として、Ｇ種優先株主又

はＧ種優先登録株式質権者に対し

て、Ｇ種清算価値にＧ種優先株式

増加配当率（以下に定義）を乗じ

て算出される額に相当する金銭を

支払うものとする。

2015年４月１日以降に終了する各

事業年度の末日を基準日とするも

のに関しては、１株につきＧ種優

先配当金として、Ｇ種優先株主又

はＧ種優先登録株式質権者に対し

て、Ｇ種清算価値にＧ種優先株式

増加配当率（以下に定義）を乗じ

て算出される額に相当する金銭を

支払うものとする。
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現 行 定 款 変 更 定 款 案

「Ｇ種優先株式増加配当率」と

は、（ⅰ）当該基準日が属する事

業年度の初日及びその直後の10月

１日（ロンドンにおいて銀行間ユ

ーロ通貨市場が開かれており、銀

行が営業を行っている日であり、

かつ関連するレートが取得可能な

日（以下、本項において「ロンド

ン営業日」という。）でない場合

には翌ロンドン営業日）のロンド

ン時間午前11時現在のユーロ円６

ヶ月物ロンドン・インター・バン

ク・オファード・レート（ユーロ

円LIBOR６ヶ月物（360日ベース））

としてTelerate Systemsスクリー

ン3750ページ（又はその承継ペー

ジ）に表示される各数値の平均

値、（ⅱ）1.5％からＧ種優先株式

の最初の発行日の２東京営業日

（東京において銀行が営業を行っ

ている日をいう。以下同じ。）前

の日の東京時間午前10時現在の東

京スワップ・レファレンスレート

（T.S.R.）としてTelerate 

Systemsスクリーン17143ページ

（又はその承継ページ）に表示さ

れる期間７年に対応するスワッ

プ・レート（当日の東京時間午前

10時現在の東京スワップ・レファ

レンスレート（T.S.R.）を取得で

きない場合には、当該レートを取

得できる直後の東京営業日におけ

る当該レートとする。）（以下、

かかるスワップ・レートを「Ｇ種

発行日スワップレート」とい

う。）を差し引いた率、及び（ⅲ）

1.5％を合計した率とする。ただ

し、Ｇ種優先株式増加配当率の計

算は、％未満小数第４位まで算出

し、その小数第４位を四捨五入す

る。

「Ｇ種優先株式増加配当率」と

は、（ⅰ）当該基準日が属する事

業年度の初日及びその直後の10月

１日（ただし、本条第11項に基づ

く取得にあたり、９月30日以前を

取得日とする場合は、当該取得日

の直前の４月１日及び10月１日）

（ロンドンにおいて銀行間ユーロ

通貨市場が開かれており、銀行が

営業を行っている日であり、かつ

関連するレートが取得可能な日

（以下、本項において「ロンドン

営業日」という。）でない場合に

は翌ロンドン営業日）のロンドン

時間午前11時現在のユーロ円６ヶ

月物ロンドン・インター・バンク・

オファード・レート（ユーロ円

LIBOR６ヶ月物（360日ベース））

としてTelerate Systemsスクリー

ン3750ページ（又はその承継ペー

ジ）に表示される各数値の平均

値、（ⅱ）1.5％からＧ種優先株式

の最初の発行日の２東京営業日

（東京において銀行が営業を行っ

ている日をいう。以下同じ。）前

の日の東京時間午前10時現在の東

京スワップ・レファレンスレート

（T.S.R.）としてTelerate 

Systemsスクリーン17143ページ

（又はその承継ページ）に表示さ

れる期間７年に対応するスワッ

プ・レート（当日の東京時間午前

10時現在の東京スワップ・レファ

レンスレート（T.S.R.）を取得で

きない場合には、当該レートを取

得できる直後の東京営業日におけ

る当該レートとする。）（以下、

かかるスワップ・レートを「Ｇ種

発行日スワップ・レート」とい

う。）を差し引いた率、及び（ⅲ）

1.5％を合計した率とする。ただ

し、Ｇ種優先株式増加配当率の計

算は、％未満小数第４位まで算出

し、その小数第４位を四捨五入す

る。
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現 行 定 款 変 更 定 款 案

（非累積条項） （非累積条項）

２.　ある事業年度において、Ｇ種優先

株主又はＧ種優先登録株式質権者

に対して支払う剰余金の配当の額

がＧ種優先配当金の額に達しない

場合、その不足額は翌事業年度以

降に累積しないものとする。

２.　ある事業年度において、Ｇ種優先

株主又はＧ種優先登録株式質権者

に対して支払う剰余金の配当の額

がＧ種優先配当金の額に達しない

場合、その不足額は翌事業年度以

降に累積しない。

３.　　　　　 （省略） ３.　　　 （現行のとおり）

（優先中間配当金） （優先中間配当金）

４.　当会社は、第38条に定める中間配

当を行う場合、毎年９月30日の最

終の株主名簿に記載又は記録され

ているＧ種優先株主又はＧ種優先

登録株式質権者に対し、毎年９月

30日の最終の株主名簿に記載又は

記録されているＧ種優先株式に劣

後する株式を有する株主又はＧ種

優先株式に劣後する株式の登録株

式質権者に先立ち、１株につきＧ

種優先配当金の２分の１に相当す

る額の中間配当（以下「Ｇ種優先

中間配当金」という。）を行う。

４.　当会社は、第38条第２項に定める

中間配当を行う場合、毎年９月30

日の最終の株主名簿に記載又は記

録されているＧ種優先株主又はＧ

種優先登録株式質権者に対し、毎

年９月30日の最終の株主名簿に記

載又は記録されているＧ種優先株

式に劣後する株式を有する株主又

はＧ種優先株式に劣後する株式の

登録株式質権者に先立ち、１株に

つきＧ種優先配当金の２分の１に

相当する額の中間配当（以下「Ｇ

種優先中間配当金」という。）を

行う。

（残余財産の分配） （残余財産の分配）

５.　当会社の残余財産を分配するとき

は、Ｇ種優先株主又はＧ種優先登

録株式質権者に対し、Ｇ種優先株

式に劣後する株式を有する株主又

はＧ種優先株式に劣後する株式の

登録株式質権者に先立ち、Ｇ種優

先株式１株につき、（ⅰ）Ｇ種清

算価値、（ⅱ）Ｇ種最終配当金額

（以下に定義）、及び（ⅲ）2015

年３月31日以前に残余財産の分配

が行われる場合には、Ｇ種早期取

得費（以下に定義）を合計した額

に相当する額を支払う。ただし、

本項の目的上、Ｇ種最終配当金額

及びＧ種早期取得費の定義中、「取

得日」を「残余財産の分配が行わ

れる日」と読み替えるものとす

る。

５.　当会社の残余財産を分配するとき

は、Ｇ種優先株主又はＧ種優先登

録株式質権者に対し、Ｇ種優先株

式に劣後する株式を有する株主又

はＧ種優先株式に劣後する株式の

登録株式質権者に先立ち、Ｇ種優

先株式１株につき、（ⅰ）Ｇ種清

算価値、（ⅱ）Ｇ種最終配当金額

（本条第11項に定義）、及び（ⅲ）

2015年３月31日以前に残余財産の

分配が行われる場合には、Ｇ種早

期取得費（本条第11項に定義）を

合計した額に相当する額を支払

う。ただし、本項の目的上、Ｇ種

最終配当金額及びＧ種早期取得費

の定義中、「取得日」を「残余財

産の分配が行われる日」と読み替

えるものとする。

②　　　　　　（省略） ②　　　　（現行のとおり）
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現 行 定 款 変 更 定 款 案

（議　決　権） （議　決　権）

６.　Ｇ種優先株主は、株主総会におい

て議決権を有しない。ただし、Ｇ

種優先株主は、定時株主総会にＧ

種優先配当金の支払いを受ける旨

の議案が提出されないときは当該

総会の時から、Ｇ種優先配当金の

支払いを受ける旨の議案が定時株

主総会において否決されたときは

当該総会の終結の時から、Ｇ種優

先配当金の支払いを受ける旨の決

議がなされるときまでＧ種優先株

式100株あたり１議決権を有す

る。

６.　Ｇ種優先株主は、株主総会におい

て議決権を有しない。ただし、Ｇ

種優先株主は、定時株主総会にＧ

種優先配当金の支払いを受ける旨

の議案が提出されないときは当該

総会の時から、Ｇ種優先配当金の

支払いを受ける旨の議案が定時株

主総会において否決されたときは

当該総会の終結の時から、Ｇ種優

先配当金の支払いを受ける旨の決

議がなされる時までＧ種優先株式

100株あたり１議決権を有する。

７.～８.　　　（省略） ７.～８.　（現行のとおり）

（当会社の普通株式を対価とする取

得請求権）

（当会社の普通株式を対価とする取

得請求権）

９.　Ｇ種優先株主は、2010年３月１日

以降いつでも、下記条件により、

その有するＧ種優先株式を当会社

が取得し、これと引換えに当会社

の普通株式を交付するよう請求す

ることができる。

９.　Ｇ種優先株主は、2010年３月１日

以降いつでも、下記条件により、

その有するＧ種優先株式を当会社

が取得し、これと引換えに、当会

社の普通株式を交付するよう請求

することができる。

②　 前号の請求に基づく当会社による

Ｇ種優先株式の取得と引換えに、

当会社がＧ種優先株主に交付すべ

き当会社の普通株式数は、当該Ｇ

種優先株主が取得請求のために提

出したＧ種優先株式のＧ種清算価

値の総額をその時点で有効なＧ種

優先株式交付価額（以下に定義）

で除した数とする。ただし、当該

株式数の算出にあたり１株未満の

端数が生じた場合には、これを切

り捨て、現金による調整は行わな

い。

②　 前号の請求に基づく当会社による

Ｇ種優先株式の取得と引換えに当

会社がＧ種優先株主に交付すべき

当会社の普通株式数は、当該Ｇ種

優先株主が取得請求のために提出

したＧ種優先株式のＧ種清算価値

の総額をその時点で有効なＧ種優

先株式交付価額（以下に定義）で

除した数とする。ただし、当該株

式数の算出にあたり１株未満の端

数が生じた場合には、これを切り

捨て、現金による調整は行わな

い。

（１）　　　　　（省略） （１）　　　（現行のとおり）
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（２） Ｇ種優先株式交付価額の調整 （２） Ｇ種優先株式交付価額の調整

（イ） 下記の算式で計算するとＧ種優先

株式交付価額を下落させることと

なる対価で、当会社が普通株式を

発行若しくは交付した、又は本号

（２）（ロ）に従って発行若しく

は交付したとみなされるときには

いつでも（発行済みの新株予約

権、当会社の普通株式の交付と引

換えに取得される証券（権利）若

しくは取得させることができる証

券（権利）、又はその他同様の権

利の行使による当会社の普通株式

の発行又は交付は除外され

る。）、かかる発行時若しくは交

付時、又は発行若しくは交付した

とみなされた直後に、Ｇ種優先株

式交付価額は以下に従い減額され

る（以下、このように減額された

Ｇ種優先株式交付価額を「調整後

Ｇ種優先株式交付価額」とい

う。）。ただし、調整後Ｇ種優先

株式交付価額の計算は、円位未満

小数第２位まで算出し、その小数

第２位を四捨五入する。

（イ） 下記の算式で計算するとＧ種優先

株式交付価額を下落させることと

なる対価で、当会社が普通株式を

発行若しくは交付した、又は本号

（２）（ロ）に従って発行若しく

は交付したとみなされるときには

いつでも（発行済みの新株予約

権、当会社の普通株式の交付と引

換えに取得される証券（権利）若

しくは取得させることができる証

券（権利）、又はその他同様の権

利の行使による当会社の普通株式

の発行又は交付は除外され

る。）、かかる発行時若しくは交

付時、又は発行若しくは交付した

とみなされた直後に、Ｇ種優先株

式交付価額は以下に従い減額され

る（以下、このように減額された

Ｇ種優先株式交付価額を「調整後

Ｇ種優先株式交付価額」とい

う。）。ただし、調整後Ｇ種優先

株式交付価額の計算は、円位未満

小数第２位まで算出し、その小数

第２位を四捨五入する。

発行又は
交付前のみなし

発行済み
普通株式数

＋

当会社の
受領対価

調整後
Ｇ種優先
株式

交付価額

＝
調整前
Ｇ種優先
株式

交付価額

×
時価

発行又は交付後のみなし
発行済み普通株式数

発行又は
交付前のみなし

発行済み
普通株式数

＋

当会社の
受領対価

調整後
Ｇ種優先
株式

交付価額

＝
調整前
Ｇ種優先
株式

交付価額

×
時価

発行又は交付後のみなし
発行済み普通株式数

上記算式における「みなし発行済

み普通株式数」とは、当該時点に

おいて、当会社の普通株式を対象

とする新株予約権、当会社の普通

株式の交付と引換えに取得され

る証券（権利）若しくは取得させ

ることができる証券（権利）、又

はその他同様の権利がすべて行

使されたと仮定した場合（当該証

券又は権利が当該時点において

行使可能であるとして計算する

ものとする。）における発行済み

普通株式数を意味する。ただ

し、当会社又はその完全子会社の

勘定で所有又は保有されている

当会社の普通株式は一切含まな

いものとして計算する。

上記算式における「みなし発行済

み普通株式数」とは、当該時点に

おいて、当会社の普通株式を対象

とする新株予約権、当会社の普通

株式の交付と引換えに取得され

る証券（権利）若しくは取得させ

ることができる証券（権利）、又

はその他同様の権利がすべて行

使されたと仮定した場合（当該証

券又は権利が当該時点において

行使可能であるとして計算する

ものとする。）における発行済み

普通株式数を意味する。ただ

し、当会社又はその完全子会社の

勘定で所有又は保有されている

当会社の普通株式は一切含まな

いものとして計算する。
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上記算式における「当会社の受領

対価」とは、当会社の普通株式の

発行又は交付の場合には、当該発

行又は交付により、当会社の普通

株式の対価として当会社が受け

取った、又は受け取ることになっ

ている現金の額、及び現金以外の

対価の公正な時価の合計額を意

味し、また、普通株式を対象とす

る新株予約権、普通株式の交付と

引換えに取得される証券（権利）

若しくは取得させることができ

る証券（権利）、又はその他同様

の権利の発行若しくは交付の場

合には、当該発行又は交付によ

り、当該証券又は権利の対価とし

て当会社が受け取った、又は受け

取ることになっている現金の

額、及び現金以外の対価の公正な

時価の合計額に、それらの行使に

より、当会社が受け取ることにな

っている現金の額、及び現金以外

の対価の公正な時価の合計額を

加えた額を意味するものとす

る。

上記算式における「当会社の受領

対価」とは、当会社の普通株式の

発行又は交付の場合には、当該発

行又は交付により、当会社の普通

株式の対価として当会社が受け

取った、又は受け取ることになっ

ている現金の額、及び現金以外の

対価の公正な時価の合計額を意

味し、また、普通株式を対象とす

る新株予約権、普通株式の交付と

引換えに取得される証券（権利）

若しくは取得させることができ

る証券（権利）、又はその他同様

の権利の発行若しくは交付の場

合には、当該発行又は交付によ

り、当該証券又は権利の対価とし

て当会社が受け取った、又は受け

取ることになっている現金の

額、及び現金以外の対価の公正な

時価の合計額に、それらの行使に

より、当会社が受け取ることにな

っている現金の額、及び現金以外

の対価の公正な時価の合計額を

加えた額を意味するものとす

る。

上記算式における「時価」とは、

（ⅰ）当会社の普通株式が市場で

取引されている場合には、調整後

Ｇ種優先株式交付価額を適用す

る日に先立つ45取引日に始まる

30取引日（終値がない日は除

く。）の東京証券取引所における

当会社の普通株式の毎日の１株

当たり終値（気配表示を含む。）

の単純平均価格（円位未満小数第

２位まで算出し、その小数第２位

を四捨五入する。）、又は（ⅱ）

当会社の普通株式が市場で取引

されていない場合には、当会社の

取締役会が誠意をもって決定す

る当会社の普通株式の公正な価

額を意味するものとする。

上記算式における「時価」とは、

（ⅰ）当会社の普通株式が市場で

取引されている場合には、調整後

Ｇ種優先株式交付価額を適用す

る日に先立つ45取引日に始まる

30取引日（終値がない日は除

く。）の東京証券取引所における

当会社の普通株式の毎日の１株

当たり終値（気配表示を含む。）

の単純平均価格（円位未満小数第

２位まで算出し、その小数第２位

を四捨五入する。）、又は（ⅱ）

当会社の普通株式が市場で取引

されていない場合には、当会社の

取締役会が誠意をもって決定す

る当会社の普通株式の公正な価

額を意味する。
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（ロ）～（ニ）　（省略） （ロ）～（ニ）（現行のとおり）

 (ホ)　その他当会社の取締役会が定め

る調整

 (ホ)　その他当会社の取締役会が定め

る調整

本号（２）（イ）乃至（ニ）で規

定されている調整に加え、（ⅰ）

合併、減資、自己株式の取得、若

しくは当会社の普通株式の併

合、（ⅱ）当会社の普通株式数の

変更、若しくは当会社の普通株式

数の変更の可能性を生ぜしめる

事由の発生、又は（ⅲ）Ｇ種優先

株式交付価額を調整すべき事由

が２つ以上相接して発生し、一方

の事由に基づく調整後Ｇ種優先

株式交付価額の算出に関して使

用すべき時価が、他方の事由によ

って影響されているとみなされ

る場合のうちいずれかが発生し

た場合には、当会社の取締役会が

適当と判断するＧ種優先株式交

付価額に調整されるものとす

る。

本号（２）（イ）乃至（ニ）で規

定されている調整に加え、（ⅰ）

合併、資本金の額の減少、自己株

式の取得、若しくは当会社の普通

株式の併合、（ⅱ）当会社の普通

株式数の変更、若しくは当会社の

普通株式数の変更の可能性を生

ぜしめる事由の発生、又は（ⅲ）

Ｇ種優先株式交付価額を調整す

べき事由が２つ以上相接して発

生し、一方の事由に基づく調整後

Ｇ種優先株式交付価額の算出に

関して使用すべき時価が、他方の

事由によって影響されていると

みなされる場合のうちいずれか

が発生した場合には、当会社の取

締役会が適当と判断するＧ種優

先株式交付価額に調整されるも

のとする。

（へ）　　　　 （省略） （へ）　　　 （現行のとおり）

10.　　　　　 （省略） 10.　　　 　（現行のとおり）

（金銭を対価とする取得条項） （金銭を対価とする取得条項）

11.　当会社は、いつでも（ただし、2013

年４月１日以降に限る。）、当会

社の取締役会の決議により定める

日（以下、本項において「取得日」

という。）をもって、Ｇ種優先株

主及びＧ種優先登録株式質権者に

対して35日以上90日以内に事前通

知を行った上で、発行済みＧ種優

先株式の全部又は一部を取得し、

当該取得と引換えにＧ種優先株式

１株につき、Ｇ種優先株式取得価

格（以下に定義）相当額の金銭を

交付することができる。

11.　当会社は、いつでも（ただし、2013

年４月１日以降に限る。）、当会

社の取締役会の決議により定める

日（以下本項において「取得日」

という。）をもって、発行済みＧ

種優先株式の全部又は一部を取得

し、当該取得と引換えにＧ種優先

株式１株につき、Ｇ種優先株式取

得価格（以下に定義）相当額の金

銭を交付することができる。

「Ｇ種優先株式取得価格」とは、

（ⅰ）Ｇ種清算価値、（ⅱ）Ｇ種

最終配当金額（以下に定義）、及

び（ⅲ）2015年３月31日以前に取

得が行われる場合においては、Ｇ

種早期取得費（以下に定義）を合

計した額に相当する額を意味す

る。

「Ｇ種優先株式取得価格」とは、

（ⅰ）Ｇ種清算価値、（ⅱ）Ｇ種

最終配当金額（以下に定義）、及

び（ⅲ）2015年３月31日以前に取

得が行われる場合においては、Ｇ

種早期取得費（以下に定義）を合

計した額に相当する額を意味す

る。
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「Ｇ種最終配当金額」とは、（ⅰ）

取得日が2015年３月31日以前に開

始する事業年度に属する場合は、

Ｇ種清算価値に1.5％を乗じた金

額を、当該事業年度の初日から取

得日（同日を含む。）までの実日

数で日割計算した金額、又は（ⅱ）

取得日が2015年４月１日以降に開

始する事業年度に属する場合は、

Ｇ種清算価値にその時点で有効な

Ｇ種優先株式増加配当率を乗じた

金額を、取得日の属する事業年度

における事業年度初日から取得日

（同日を含む。）までの日数で日

割計算した金額に相当する金額を

意味する。ただし、上記（ⅰ）又

は（ⅱ）により計算された金額か

ら、取得日が属する事業年度にお

いて支払われた全てのＧ種優先中

間配当金の額が差し引かれるもの

とする。

「Ｇ種最終配当金額」とは、（ⅰ）

取得日が2015年３月31日以前に開

始する事業年度に属する場合は、

Ｇ種清算価値に1.5％を乗じた金

額を、当該事業年度の初日から取

得日（同日を含む。）までの実日

数で日割計算した金額、又は（ⅱ）

取得日が2015年４月１日以降に開

始する事業年度に属する場合は、

Ｇ種清算価値にその時点で有効な

Ｇ種優先株式増加配当率を乗じた

金額を、取得日の属する事業年度

における事業年度初日から取得日

（同日を含む。）までの日数で日

割計算した金額に相当する金額を

意味する。ただし、上記（ⅰ）又

は（ⅱ）により計算された金額か

ら、取得日が属する事業年度にお

いて支払われた全てのＧ種優先中

間配当金の額が差し引かれるもの

とする。

（ 60 ）
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「Ｇ種早期取得費」とは、（ⅰ）

Ｇ種清算価値に、（ⅱ）Ｇ種発行

日スワップ・レートから、取得日

の５東京営業日前の日の東京時間

午前10時現在の東京スワップ・レ

ファレンスレート（T.S.R.）とし

てTelerate Systemsスクリーン

17143ページ（又はその承継ペー

ジ）に表示される、取得日から2015

年３月31日までの期間（以下、本

項において「取得費計算期間」と

いう。）に対応するスワップ・レ

ート（当日の東京時間午前10時現

在の当該スワップ・レートを取得

できない場合には、当該レートを

取得できる直前の東京営業日にお

ける当該レートとする。）（ただ

し、取得日が2014年４月１日以降

の場合には、当該取得日の５ロン

ドン営業日前の日のロンドン時間

午前11時現在のユーロ円ロンド

ン・インター・バンク・オファー

ド・レート（円LIBOR（360日ベー

ス））としてTelerate Systemsス

クリーン3750ページ（又はその承

継ページ）に表示される、取得費

計算期間に対応する数値とす

る。）（なお、いずれの場合も対

応する期間がない場合は線形補完

で計算したレートとする。）を減

じた率（ただし、かかる計算の結

果が０以下の場合には、当該計算

によって得られた率を０とす

る。）を乗じた額に、（ⅲ）取得

日から2015年３月31日（同日を含

む。）までの実日数を乗じ、365で

除して得られた額に相当する金額

とする。ただし、Ｇ種優先株式取

得価格、Ｇ種最終配当金額及びＧ

種早期取得費の計算は円位未満小

数第４位まで算出し、その小数第

４位を四捨五入する。

「Ｇ種早期取得費」とは、（ⅰ）

Ｇ種清算価値に、（ⅱ）Ｇ種発行

日スワップ・レートから、取得日

の５東京営業日前の日の東京時間

午前10時現在の東京スワップ・レ

ファレンスレート（T.S.R.）とし

てTelerate Systemsスクリーン

17143ページ（又はその承継ペー

ジ）に表示される、取得日から2015

年３月31日までの期間（以下、本

項において「取得費計算期間」と

いう。）に対応するスワップ・レ

ート（当日の東京時間午前10時現

在の当該スワップ・レートを取得

できない場合には、当該レートを

取得できる直前の東京営業日にお

ける当該レートとする。）（ただ

し、取得日が2014年４月１日以降

の場合には、当該取得日の５ロン

ドン営業日前の日のロンドン時間

午前11時現在のユーロ円ロンド

ン・インター・バンク・オファー

ド・レート（円LIBOR（360日ベー

ス））としてTelerate Systemsス

クリーン3750ページ（又はその承

継ページ）に表示される、取得費

計算期間に対応する数値とす

る。）（なお、いずれの場合も対

応する期間がない場合は線形補完

で計算したレートとする。）を減

じた率（ただし、かかる計算の結

果が０以下の場合には、当該計算

によって得られた率を０とす

る。）を乗じた額に、（ⅲ）取得

日から2015年３月31日（同日を含

む。）までの実日数を乗じ、365で

除して得られた額に相当する金額

とする。ただし、Ｇ種優先株式取

得価格、Ｇ種最終配当金額及びＧ

種早期取得費の計算は円位未満小

数第４位まで算出し、その小数第

４位を四捨五入する。

（新設） ②　 当会社は、Ｇ種優先株主及びＧ種

優先登録株式質権者に対して、取

得日の２週間前までに、当該取得

日を通知、若しくは公告するもの

とする。
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②　 Ｇ種優先株式の一部につき、本項

に基づく取得を行う場合は、按分

比例（端数については抽選）によ

り行う。

③　 Ｇ種優先株式の一部につき、本項

に基づく取得を行う場合は、按分

比例（端数については抽選）によ

り行う。

12.～13.　　　（省略） 12.～13.　（現行のとおり）

第12条の４（Ｈ種優先株式） 第12条の４（Ｈ種優先株式）

（省略） （現行のとおり）

（Ｈ種優先配当金） （Ｈ種優先配当金）

１.　当会社は、第38条に定める期末配

当を行う場合、毎事業年度末日の

最終の株主名簿に記載又は記録さ

れているＨ種優先株式を有する株

主（以下「Ｈ種優先株主」とい

う。）又はＨ種優先株式の登録株

式質権者（以下「Ｈ種優先登録株

式質権者」という。）に対し、毎

事業年度末日の最終の株主名簿に

記載又は記録されている普通株主

若しくは普通登録株式質権者、Ｂ

種優先株主若しくはＢ種優先登録

株式質権者又は当会社の発行する

その他のいかなる種類の株式（た

だし、Ｄ種優先株式及びＧ種優先

株式を除く。以下、上記普通株

式、ならびにＤ種優先株式及びＧ

種優先株式を除く種類株式を総称

して「Ｈ種優先株式に劣後する株

式」という。）を有する株主若し

くはかかる株式の登録株式質権者

に先立ち、本項第２号に定める金

額の期末配当（以下「Ｈ種優先配

当金」という。）を行う。ただし、

本条第４項に定めるＨ種優先中間

配当金が支払われた場合には、本

号のＨ種優先配当金の支払いは、

Ｈ種優先中間配当金を差し引いた

額による。

１.　当会社は、第38条第１項に定める

期末配当を行う場合、毎事業年度

末日の最終の株主名簿に記載又は

記録されているＨ種優先株式を有

する株主（以下「Ｈ種優先株主」

という。）又はＨ種優先株式の登

録株式質権者（以下「Ｈ種優先登

録株式質権者」という。）に対し、

毎事業年度末日の最終の株主名簿

に記載又は記録されている普通株

主若しくは普通登録株式質権者、

Ｂ種優先株主若しくはＢ種優先登

録株式質権者又は当会社の発行す

るその他のいかなる種類の株式

（ただし、Ｄ種優先株式及びＧ種

優先株式を除く。以下、上記普通

株式、ならびにＤ種優先株式及び

Ｇ種優先株式を除く種類株式を総

称して「Ｈ種優先株式に劣後する

株式」という。）を有する株主若

しくはかかる株式の登録株式質権

者に先立ち、本項第２号に定める

金額の期末配当（以下「Ｈ種優先

配当金」という。）を行う。ただ

し、本条第４項に定めるＨ種優先

中間配当金が支払われた場合に

は、本号のＨ種優先配当金の支払

いは、Ｈ種優先中間配当金を差し

引いた額による。
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②　 2009年３月31日に終了する事業年

度の末日を基準日とする期末配当

は行わない。

②　 2009年３月31日に終了する事業年

度の末日を基準日とする期末配当

は行わない。

2009年４月１日（同日を含む。）

から2016年３月31日（同日を含

む。）までの間に終了する各事業

年度の末日を基準日とするものに

関しては、１株につきＨ種優先配

当金として、Ｈ種優先株主又はＨ

種優先登録株式質権者に対して、

2,000円（以下「Ｈ種清算価値」と

いう。）に1.5％を乗じて算出され

る額に相当する金銭を支払うもの

とする。

2009年４月１日（同日を含む。）

から2016年３月31日（同日を含

む。）までの間に終了する各事業

年度の末日を基準日とするものに

関しては、１株につきＨ種優先配

当金として、Ｈ種優先株主又はＨ

種優先登録株式質権者に対して、

2,000円（以下「Ｈ種清算価値」と

いう。）に1.5％を乗じて算出され

る額に相当する金銭を支払うもの

とする。

2016年４月１日以降に終了する各

事業年度の末日を基準日とするも

のに関しては、１株につきＨ種優

先配当金として、Ｈ種優先株主又

はＨ種優先登録株式質権者に対し

て、Ｈ種清算価値にＨ種優先株式

増加配当率（以下に定義）を乗じ

て算出される額に相当する金銭を

支払うものとする。

2016年４月１日以降に終了する各

事業年度の末日を基準日とするも

のに関しては、１株につきＨ種優

先配当金として、Ｈ種優先株主又

はＨ種優先登録株式質権者に対し

て、Ｈ種清算価値にＨ種優先株式

増加配当率（以下に定義）を乗じ

て算出される額に相当する金銭を

支払うものとする。

（ 63 ）
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「Ｈ種優先株式増加配当率」と

は、（ⅰ）当該基準日が属する事

業年度の初日及びその直後の10月

１日（ロンドンにおいて銀行間ユ

ーロ通貨市場が開かれており、銀

行が営業を行っている日であり、

かつ関連するレートが取得可能な

日（以下、本項において「ロンド

ン営業日」という。）でない場合

には翌ロンドン営業日）のロンド

ン時間午前11時現在のユーロ円６

ヶ月物ロンドン・インター・バン

ク・オファード・レート（ユーロ

円LIBOR６ヶ月物（360日ベース））

としてTelerate Systemsスクリー

ン3750ページ（又はその承継ペー

ジ）に表示される各数値の平均

値、（ⅱ）1.5％からＨ種優先株式

の最初の発行日の２東京営業日

（東京において銀行が営業を行っ

ている日をいう。以下同じ。）前

の日の東京時間午前10時現在の東

京スワップ・レファレンスレート

（T.S.R.）としてTelerate 

Systemsスクリーン17143ページ

（又はその承継ページ）に表示さ

れる期間７年に対応するスワッ

プ・レート（当日の東京時間午前

10時現在の東京スワップ・レファ

レンスレート（T.S.R.）を取得で

きない場合には、当該レートを取

得できる直後の東京営業日におけ

る当該レートとする。）（以下、

かかるスワップ・レートを「Ｈ種

発行日スワップ・レート」とい

う。）を差し引いた率、及び（ⅲ）

1.5％を合計した率とする。ただ

し、Ｈ種優先株式増加配当率の計

算は、％未満小数第４位まで算出

し、その小数第４位を四捨五入す

る。

「Ｈ種優先株式増加配当率」と

は、（ⅰ）当該基準日が属する事

業年度の初日及びその直後の10月

１日（ただし、本条第11項に基づ

く取得にあたり、９月30日以前を

取得日とする場合は、当該取得日

の直前の４月１日及び10月１日）

（ロンドンにおいて銀行間ユーロ

通貨市場が開かれており、銀行が

営業を行っている日であり、かつ

関連するレートが取得可能な日

（以下、本項において「ロンドン

営業日」という。）でない場合に

は翌ロンドン営業日）のロンドン

時間午前11時現在のユーロ円６ヶ

月物ロンドン・インター・バンク・

オファード・レート（ユーロ円

LIBOR６ヶ月物（360日ベース））

としてTelerate Systemsスクリー

ン3750ページ（又はその承継ペー

ジ）に表示される各数値の平均

値、（ⅱ）1.5％からＨ種優先株式

の最初の発行日の２東京営業日

（東京において銀行が営業を行っ

ている日をいう。以下同じ。）前

の日の東京時間午前10時現在の東

京スワップ・レファレンスレート

（T.S.R.）としてTelerate 

Systemsスクリーン17143ページ

（又はその承継ページ）に表示さ

れる期間７年に対応するスワッ

プ・レート（当日の東京時間午前

10時現在の東京スワップ・レファ

レンスレート（T.S.R.）を取得で

きない場合には、当該レートを取

得できる直後の東京営業日におけ

る当該レートとする。）（以下、

かかるスワップ・レートを「Ｈ種

発行日スワップ・レート」とい

う。）を差し引いた率、及び（ⅲ）

1.5％を合計した率とする。ただ

し、Ｈ種優先株式増加配当率の計

算は、％未満小数第４位まで算出

し、その小数第４位を四捨五入す

る。

（ 64 ）
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現 行 定 款 変 更 定 款 案

（非累積条項） （非累積条項）

２.　ある事業年度において、Ｈ種優先

株主又はＨ種優先登録株式質権者

に対して支払う剰余金の配当の額

がＨ種優先配当金の額に達しない

場合、その不足額は翌事業年度以

降に累積しないものとする。

２.　ある事業年度において、Ｈ種優先

株主又はＨ種優先登録株式質権者

に対して支払う剰余金の配当の額

がＨ種優先配当金の額に達しない

場合、その不足額は翌事業年度以

降に累積しない。

３.　　　　　 （省略） ３.　　　 （現行のとおり）

（優先中間配当金） （優先中間配当金）

４.　当会社は、第38条に定める中間配

当を行う場合、毎年９月30日の最

終の株主名簿に記載又は記録され

ているＨ種優先株主又はＨ種優先

登録株式質権者に対し、毎年９月

30日の最終の株主名簿に記載又は

記録されているＨ種優先株式に劣

後する株式を有する株主又はＨ種

優先株式に劣後する株式の登録株

式質権者に先立ち、１株につきＨ

種優先配当金の２分の１に相当す

る額の中間配当（以下「Ｈ種優先

中間配当金」という。）を行う。

４.　当会社は、第38条第２項に定める

中間配当を行う場合、毎年９月30

日の最終の株主名簿に記載又は記

録されているＨ種優先株主又はＨ

種優先登録株式質権者に対し、毎

年９月30日の最終の株主名簿に記

載又は記録されているＨ種優先株

式に劣後する株式を有する株主又

はＨ種優先株式に劣後する株式の

登録株式質権者に先立ち、１株に

つきＨ種優先配当金の２分の１に

相当する額の中間配当（以下「Ｈ

種優先中間配当金」という。）を

行う。

（残余財産の分配） （残余財産の分配）

５.　当会社の残余財産を分配するとき

は、Ｈ種優先株主又はＨ種優先登

録株式質権者に対し、Ｈ種優先株

式に劣後する株式を有する株主又

はＨ種優先株式に劣後する株式の

登録株式質権者に先立ち、Ｈ種優

先株式１株につき、（ⅰ）Ｈ種清

算価値、（ⅱ）Ｈ種最終配当金額

（以下に定義）、及び（ⅲ）2016

年３月31日以前に残余財産の分配

が行われる場合には、Ｈ種早期取

得費（以下に定義）を合計した額

に相当する額を支払う。ただし、

本項の目的上、Ｈ種最終配当金額

及びＨ種早期取得費の定義中、「取

得日」を「残余財産の分配が行わ

れる日」と読み替えるものとす

る。

５.　当会社の残余財産を分配するとき

は、Ｈ種優先株主又はＨ種優先登

録株式質権者に対し、Ｈ種優先株

式に劣後する株式を有する株主又

はＨ種優先株式に劣後する株式の

登録株式質権者に先立ち、Ｈ種優

先株式１株につき、（ⅰ）Ｈ種清

算価値、（ⅱ）Ｈ種最終配当金額

（本条第11項に定義）、及び（ⅲ）

2016年３月31日以前に残余財産の

分配が行われる場合には、Ｈ種早

期取得費（本条第11項に定義）を

合計した額に相当する額を支払

う。ただし、本項の目的上、Ｈ種

最終配当金額及びＨ種早期取得費

の定義中、「取得日」を「残余財

産の分配が行われる日」と読み替

えるものとする。

②　　　　　　（省略） ②　　　　（現行のとおり）

（ 65 ）
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現 行 定 款 変 更 定 款 案

（議　決　権） （議　決　権）

６.　Ｈ種優先株主は、株主総会におい

て議決権を有しない。ただし、Ｈ

種優先株主は、定時株主総会にＨ

種優先配当金の支払いを受ける旨

の議案が提出されないときは当該

総会の時から、Ｈ種優先配当金の

支払いを受ける旨の議案が定時株

主総会において否決されたときは

当該総会の終結の時から、Ｈ種優

先配当金の支払いを受ける旨の決

議がなされるときまでＨ種優先株

式100株当たり１議決権を有す

る。

６.　Ｈ種優先株主は、株主総会におい

て議決権を有しない。ただし、Ｈ

種優先株主は、定時株主総会にＨ

種優先配当金の支払いを受ける旨

の議案が提出されないときは当該

総会の時から、Ｈ種優先配当金の

支払いを受ける旨の議案が定時株

主総会において否決されたときは

当該総会の終結の時から、Ｈ種優

先配当金の支払いを受ける旨の決

議がなされる時までＨ種優先株式

100株当たり１議決権を有する。

７.～８.　　　（省略） ７.～８.　　（現行のとおり）

（当会社の普通株式を対価とする取

得請求権）

（当会社の普通株式を対価とする取

得請求権）

９.　Ｈ種優先株主は、2011年３月１日

以降いつでも、下記条件により、

その有するＨ種優先株式を当会社

が取得し、これと引換えに当会社

の普通株式を交付するよう請求す

ることができる。

９.　Ｈ種優先株主は、2011年３月１日

以降いつでも、下記条件により、

その有するＨ種優先株式を当会社

が取得し、これと引換えに、当会

社の普通株式を交付するよう請求

することができる。

②　 前号の請求に基づく当会社による

Ｈ種優先株式の取得と引換えに、

当会社がＨ種優先株主に交付すべ

き当会社の普通株式数は、当該Ｈ

種優先株主が取得請求のために提

出したＨ種優先株式のＨ種清算価

値の総額をその時点で有効なＨ種

優先株式交付価額（以下に定義）

で除した数とする。ただし、当該

株式数の算出にあたり１株未満の

端数が生じた場合には、これを切

り捨て、現金による調整は行わな

い。

②　 前号の請求に基づく当会社による

Ｈ種優先株式の取得と引換えに当

会社がＨ種優先株主に交付すべき

当会社の普通株式数は、当該Ｈ種

優先株主が取得請求のために提出

したＨ種優先株式のＨ種清算価値

の総額をその時点で有効なＨ種優

先株式交付価額（以下に定義）で

除した数とする。ただし、当該株

式数の算出にあたり１株未満の端

数が生じた場合には、これを切り

捨て、現金による調整は行わな

い。

（１）～（２）　（省略） （１）～（２）（現行のとおり）

10.　　　　　 （省略） 10.　　　　 （現行のとおり）

（ 66 ）
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現 行 定 款 変 更 定 款 案

（金銭を対価とする取得条項） （金銭を対価とする取得条項）

11.　当会社は、いつでも（ただし、2014

年４月１日以降に限る。）、当会

社の取締役会の決議により定める

日（以下、本項において「取得日」

という。）をもって、Ｈ種優先株

主及びＨ種優先登録株式質権者に

対して35日以上90日以内に事前通

知を行った上で、発行済みＨ種優

先株式の全部又は一部を取得し、

当該取得と引換えにＨ種優先株式

１株につき、Ｈ種優先株式取得価

格（以下に定義）相当額の金銭を

交付することができる。

11.　当会社は、いつでも（ただし、2014

年４月１日以降に限る。）、当会

社の取締役会の決議により定める

日（以下、本項において「取得日」

という。）をもって、発行済みＨ

種優先株式の全部又は一部を取得

し、当該取得と引換えにＨ種優先

株式１株につき、Ｈ種優先株式取

得価格（以下に定義）相当額の金

銭を交付することができる。

「Ｈ種優先株式取得価格」とは、

（ⅰ）Ｈ種清算価値、（ⅱ）Ｈ種

最終配当金額、及び（ⅲ）2016年

３月31日以前に取得が行われる場

合においては、Ｈ種早期取得費を

合計した額に相当する額を意味す

る。

「Ｈ種優先株式取得価格」とは、

（ⅰ）Ｈ種清算価値、（ⅱ）Ｈ種

最終配当金額、及び（ⅲ）2016年

３月31日以前に取得が行われる場

合においては、Ｈ種早期取得費を

合計した額に相当する額を意味す

る。

「Ｈ種最終配当金額」とは、（ⅰ）

取得日が2016年３月31日以前に開

始する事業年度に属する場合は、

Ｈ種清算価値に1.5％を乗じた金

額を、当該事業年度の初日から取

得日（同日を含む。）までの実日

数で日割計算した金額、又は（ⅱ）

取得日が2016年４月１日以降に開

始する事業年度に属する場合は、

Ｈ種清算価値にその時点で有効な

Ｈ種優先株式増加配当率を乗じた

金額を、取得日の属する事業年度

における事業年度初日から取得日

（同日を含む。）までの日数で日

割計算した金額に相当する金額を

意味する。ただし、上記（ⅰ）又

は（ⅱ）により計算された金額か

ら、取得日が属する事業年度にお

いて支払われた全てのＨ種優先中

間配当金の額が差し引かれるもの

とする。

「Ｈ種最終配当金額」とは、（ⅰ）

取得日が2016年３月31日以前に開

始する事業年度に属する場合は、

Ｈ種清算価値に1.5％を乗じた金

額を、当該事業年度の初日から取

得日（同日を含む。）までの実日

数で日割計算した金額、又は（ⅱ）

取得日が2016年４月１日以降に開

始する事業年度に属する場合は、

Ｈ種清算価値にその時点で有効な

Ｈ種優先株式増加配当率を乗じた

金額を、取得日の属する事業年度

における事業年度初日から取得日

（同日を含む。）までの日数で日

割計算した金額に相当する金額を

意味する。ただし、上記（ⅰ）又

は（ⅱ）により計算された金額か

ら、取得日が属する事業年度にお

いて支払われた全てのＨ種優先中

間配当金の額が差し引かれるもの

とする。

（ 67 ）
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現 行 定 款 変 更 定 款 案

「Ｈ種早期取得費」とは、（ⅰ）

Ｈ種清算価値に、（ⅱ）Ｈ種発行

日スワップ・レートから、取得日

の５東京営業日前の日の東京時間

午前10時現在の東京スワップ・レ

ファレンスレート（T.S.R.）とし

てTelerate Systemsスクリーン

17143ページ（又はその承継ペー

ジ）に表示される、取得日から2016

年３月31日までの期間（以下、本

項において「取得費計算期間」と

いう。）に対応するスワップ・レ

ート（当日の東京時間午前10時現

在の当該スワップ・レートを取得

できない場合には、当該レートを

取得できる直前の東京営業日にお

ける当該レートとする。）（ただ

し、取得日が2015年４月１日以降

の場合には、当該取得日の５ロン

ドン営業日前の日のロンドン時間

午前11時現在のユーロ円ロンド

ン・インター・バンク・オファー

ド・レート（円LIBOR（360日ベー

ス））としてTelerate Systemsス

クリーン3750ページ（又はその承

継ページ）に表示される、取得費

計算期間に対応する数値とす

る。）（なお、いずれの場合も対

応する期間がない場合は線形補完

で計算したレートとする。）を減

じた率（ただし、かかる計算の結

果が０以下の場合には、当該計算

によって得られた率を０とす

る。）を乗じた額に、（ⅲ）取得

日から2016年３月31日（同日を含

む。）までの実日数を乗じ、365で

除して得られた額に相当する金額

とする。ただし、Ｈ種優先株式取

得価格、Ｈ種最終配当金額及びＨ

種早期取得費の計算は円位未満小

数第４位まで算出し、その小数第

４位を四捨五入する。

「Ｈ種早期取得費」とは、（ⅰ）

Ｈ種清算価値に、（ⅱ）Ｈ種発行

日スワップ・レートから、取得日

の５東京営業日前の日の東京時間

午前10時現在の東京スワップ・レ

ファレンスレート（T.S.R.）とし

てTelerate Systemsスクリーン

17143ページ（又はその承継ペー

ジ）に表示される、取得日から2016

年３月31日までの期間（以下、本

項において「取得費計算期間」と

いう。）に対応するスワップ・レ

ート（当日の東京時間午前10時現

在の当該スワップ・レートを取得

できない場合には、当該レートを

取得できる直前の東京営業日にお

ける当該レートとする。）（ただ

し、取得日が2015年４月１日以降

の場合には、当該取得日の５ロン

ドン営業日前の日のロンドン時間

午前11時現在のユーロ円ロンド

ン・インター・バンク・オファー

ド・レート（円LIBOR（360日ベー

ス））としてTelerate Systemsス

クリーン3750ページ（又はその承

継ページ）に表示される、取得費

計算期間に対応する数値とす

る。）（なお、いずれの場合も対

応する期間がない場合は線形補完

で計算したレートとする。）を減

じた率（ただし、かかる計算の結

果が０以下の場合には、当該計算

によって得られた率を０とす

る。）を乗じた額に、（ⅲ）取得

日から2016年３月31日（同日を含

む。）までの実日数を乗じ、365で

除して得られた額に相当する金額

とする。ただし、Ｈ種優先株式取

得価格、Ｈ種最終配当金額及びＨ

種早期取得費の計算は円位未満小

数第４位まで算出し、その小数第

４位を四捨五入する。

（新設） ②　 当会社は、Ｈ種優先株主及びＨ種

優先登録株式質権者に対して、取

得日の２週間前までに、当該取得

日を通知、若しくは公告するもの

とする。

（ 68 ）
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②　 Ｈ種優先株式の一部につき、本項

に基づく取得を行う場合は、按分

比例（端数については抽選）によ

り行う。

③　 Ｈ種優先株式の一部につき、本項

に基づく取得を行う場合は、按分

比例（端数については抽選）によ

り行う。

12.～13.　　　（省略） 12.～13.　（現行のとおり）

以　上

（ 69 ）

定款変更議案
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メ　　モ

（ 70 ）

メモ
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メ　　モ

（ 71 ）

メモ
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株主総会会場ご案内図

会場　東京都千代田区外神田四丁目14番１号
秋葉原ＵＤＸ ４階 ＧＡＬＬＥＲＹ Ｔｙｐｅ Ｓ

Ｎ

東
京
メ
ト
ロ 

末
広
町

至
上
野

至
東
京

１番出口

Ａ３番出口
（ヨドバシカメラ内）

２番出口

３番出口

東
京
メ
ト
ロ
銀
座
線

タイムズ
タワー

神田
消防署

ドン
キホーテ 秋葉原

ＵＤＸ

ソフマップ

至新宿 至千葉

秋葉原
ダイビル

電気街口

東
京
メ
ト
ロ
日
比
谷
線

つ
く
ば
エ
ク
ス
プ
レ
ス 

秋
葉
原

東
京
メ
ト
ロ 

秋
葉
原

富士
ソフト

ヨドバシ
カメラ

ＪＲ 秋葉原

東京メトロ　銀座線　　末広町駅（１番又は３番出口）より 徒歩３分
ＪＲ　　　　　　　　　秋葉原駅（電気街口）より 徒歩２分
つくばエクスプレス　　秋葉原駅（Ａ３出口）より 徒歩３分
東京メトロ　日比谷線　秋葉原駅（２番出口）より 徒歩４分

※駐車場の用意はいたしておりませんので、最寄りの交通機関をご利用の
うえ、ご来場賜りますようお願い申し上げます。

地図




